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日
本
国
際
政
治
学
会
編

『国
際
政
治
』
第
1
5
3
号

「
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
と
国
際
政
治
」
(
二
〇
〇
八
年

一
一
月
)

レ
ジ

ー

ム
間

コ
ン

フ
リ

ク
ト
と

途

上

国

の
交
渉

空

間

―
生
物
遺
伝
資
源

へ
の
ア
ク
セ

ス
と
利
益
配
分
を
め
ぐ

っ
て
―

都

留

康

子

は

じ

め

に

経
済

の
グ

ロ
ー
バ
ル
化

、
そ
し
て
投
機

の
グ

ロ
ー
バ
ル
化

は
、

そ
の
対
象
領

域
を
拡
大

し
、
波

及
的
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
き

た
。
今
後

の
経
済
成
長

に

と

っ
て
も
不
可
欠

な
バ
イ
オ

エ
ネ

ル
ギ
ー

へ
の
期
待
が
食
糧
投
機

を
誘

引
し
、

価
格
高
騰

化

の

一
因
と
な
り

、
食
糧

安
全
保
障

が
国
際
社
会

全
体

で
取

り
組

む

べ
き
火
急

の
問

題
と
し

て
意
識
さ
れ
た

の
は
卑
近
な
例

で
あ
る
。
そ
し

て
、

今
、
持
続
的
な
利
用
の
視
点

に
た

っ
た
生
物
資
源
の
重

要
性

は
、
再
び
注
目
を

集
め
て

い
る
。

(
1
)

一
九
九

二
年

に
採
択

さ
れ
た

「
生
物
多
様
性
条
約
」

(

以
後
、
C
B
D
)
は
、
生
物
資
源
を
包
括
的
に
対
象
と
し
、

生
物
多
様
性

の
保
全

、
そ
の
構
成
要
素

の
持
続
可
能
な
利
用
と
と
と
も

に
、
第

三

の
目
的
と
し

て
、
「遺
伝
資
源

(

)
の
利
用

か
ら
生
じ
る

利
益

の
公
正

か

つ
衡
平
な
配
分
」
を
掲
げ
て

い
る
。
生
物
遺
伝
資
源

へ
(
2
)

の
ア
ク

セ

ス
と
そ
こ
か
ら
発
生
す
る
利
益
配
分

(

以

後
、
A
B
S
)
の
規
定
は
、
他

の
環
境
条
約
に
見

ら
れ
な

い
画
期
的
な
も

の
で

あ

っ
た
。
こ
の
規
定
が
導
入
さ
れ
た
背
景
に
は
、
技
術

の
格
差
が
も
た
ら
す
南

北
問
題
が
横
た
わ

っ
て
い
た
。
単
純
化
す
れ
ば

、
開
発
能
力

・
技
術
を
も

つ
が

生
物
遺
伝
資
源
と

そ
の
多
様
性
に
乏
し

い
先
進

国
と
、
開
発
能
力

・
技
術
に
劣

る
が
生
物
多
様
性

に
富
む
途
上
国

の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
関
係

で
あ
り
、
途
上
国

が
指

摘
す

る
バ
イ

オ
パ
イ

ラ
シ
ー

の
問
題
こ
そ
が
端
的

に
こ
の
構
図
を
著
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち

、
先
進
国

の
企
業
が
途
上
国
の
生
物
遺
伝
資
源
、
あ
る

い
は

伝
統
的
知

識
に
フ
リ
ー
ア
ク
セ

ス
し
自

国
に
持
ち
帰
り

、
技
術
を
駆
使
し

て
製

品
を
生

み
出

し
、
製
品

の
売
り
上
げ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と

、
生
物
遺
伝
資
源
を

用

い
た
バ
イ
オ

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
得
た
特
許
を

通
じ
て
莫
大
な
利
益
を
得
る
こ

と
が
で
き

る
。

一
方
、
途
上
国
側
は
そ

の
恩
恵

に
あ
ず

か
る
こ
と
が

で
き
な

い

ま
ま
、
技
術

、
富

の
格
差
は
再
生
産
さ
れ
続
け
る
こ
と

に
な

る
。

こ
の
不
平
等

構
造
を
脱
却
す

る
ツ
ー
ル
と
し

て
途
上
国
側
が
獲
得

し
た
の
が
A
B
S
規
定
で
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あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
国
際
政
治
理
論

の
動
向
と
し
て
、
こ
こ
数
年
、

レ
ジ

ー
ム
間

の

相
互
作

用
を
シ
ナ
ジ
ー

(相
互
補
完
)
あ
る

い
は

コ
ン

フ
リ
ク
ト

(対
立
)
と

し

て
と

ら
え
、
類
型

化
を
試

み
る
研
究

が
進

ん

で
い
る
。
そ

の
中

で
、
生
物

遺
伝
資

源

の
A
B
S
問
題
を

め
ぐ
る

レ
ジ

ー
ム
問
関
係

は
、
後
者

の
典

型
事

例
と

し
て
扱

わ
れ

て
い
る
。
(
3
)

A

B
S
に
関
連
し

て
焦

点

の
当

て
ら
れ

る
C

B

D
と

「
知
的
財
産
権

の
貿

易
関
連

の
側
面

に
関
す
る
協

定
」

(

以
後
、
T
R

I
P
S
)

の
設
立
交
渉
は
、
ほ
ぼ
同
時
期

に
行
わ
れ
て

い
た
。
そ
の

コ
ン
フ
リ

ク
ト
は
、
バ
イ
オ

テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー

へ
の
関
心

の
高
ま
り
と

い
う
時
代
背
景

の
も

と
、
知
的
財
産
に
関
連
し
て
異
な

る
視
点
か
ら
同
じ
生
物
遺
伝
資
源
を
扱

っ
た

こ
と

に
起
因
し

て
お
り
、
そ
の
意
味

で
は

レ
ジ
ー

ム
形
成
当
初

か
ら
含

み
こ
ま

れ

て
い
た
も

の
で
あ
る
。
C
B
D
に
規
定
さ
れ
た
A
B
S
自
体

が
理
念

の
域
を

出

る
も

の
で
は
な
く
具
体
性
に
乏

し
か

っ
た

こ
と
か
ら
、
今

日
ま

で
、
C
B
D

締
約
国
会
議
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
「
国
連
食
糧
農
業
機
関
」
(F
A
O
)
、
さ
ら

に
、
特
許

の
関
連
か
ら
T
R
I
P
S
理
事
会
、
「
世
界
知
的
財
産
権
機
関
」

(
W

I
P
O
)
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
の
議
論
が
続

い
て

い
る
。
本
稿

の

目
的
は
、

A
B
S
議
論
を
中
心
に
、
こ
れ
ら

の
フ
ォ
ー

ラ
ム
の
相

互
作
用
を
途

上
国
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
あ

る
。
結
論
を
怖
れ
ず

に
言
え
ば

、
こ
の

問
題
に
関
し
て
途
上
国
側
は
、
レ
ジ
ー
ム
間

の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
巧
み
に
利
用

し
、

フ
ォ
ー
ラ
ム

・
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
を
行

い
な
が
ら
、
単
独
レ
ジ
ー
ム
で
は
得

ら
れ
な

い
果
実
を
得

よ
う
と
し

て
い
る
。

以
下
で
は
、
ま
ず

一
で
、

レ
ジ
ー
ム
問
の
相
互
作
用

に
関
連
し
て
、
本
稿

に

お
け
る
理
論
的
関
心
を
整
理
す
る
。

二
で
は
、
C
B
D
と

T
R
I
P
S

の
設
立

交
渉
に
遡
及
し
、
生
物
遺
伝
資
源

の
保
全

か
ら
A
B
S
の
理
念
が

い
か
に
生
ま

れ
て
き
た
の
か
、
ま
た
そ

こ
に
知
的
財
産
権

の
問
題
が
連

関
す

る
に
い
た

っ
た

プ

ロ
セ

ス
を
考
察
す

る
。
三
で
は
、
A
B
S
議
論

の
そ

の
後

に
焦
点
を
あ

て
、

途
上
国
が
関
連
す

る
フ
ォ
ー

ラ
ム
を
ど

の
よ
う

に
利
用
し
、
具
体
化

へ
の
議
論

を
リ
ー
ド
し
て

い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

一

レ
ジ

ー

ム
間

相

互

作

用

の

類

型
化

議

論

の
進

展

と

課

題

今
更

の
指
摘

で
は
あ

る
が
、
冷
戦
構
造

の
崩
壊

、
そ
し
て
、

グ
ロ
ー
バ

ル
化

の
進
展
が
、
現
象
と
理
論

の
両
方

で
国
際
制
度
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た

の

は
周
知

の
事
実

で
あ

ろ
う
。
国
連

の
安
全
保
障
理
事
会

が
そ
れ
ま

で
の
機
能
不

全
を
克
服
し
た
だ
け

で
は
な
く
、
新
た
な
問
題
群

へ
の
関
心

は
、
気
候
変
動
枠

組
条
約
な
ど
の
新

し
い
レ
ジ

ー
ム
を
生
み
出
し
、
市

場
型
資
本
主
義

シ
ス
テ
ム

の
拡
大
が
W
T
O
の
設
立
を
可
能

に
す
る
な
ど
、
量
と
質

の
双
方

で
制
度
的
な

発
展
が
見
ら
れ
た
。

一
方
、
既
存

の
国
際
政
治
理
論
は
そ
の
説
明
能
力
を
問
わ

れ

、
新

た
に

ア
イ

デ
ィ
ア
や
規
範
と

い

っ
た

間
主
観
性

に
左

右
さ
れ

る
非
物

質
的
な

要
素

に
着

目
す
る

コ
ン
ス
ト

ラ
ク
テ

ィ
ビ
ズ

ム
が
台
頭

し
た
。
中

で

も
規
範

へ
の
着

目
は
、
国
際
法
と
国
際
政
治

の
接
近
を
促

す
も

の
と
な

っ
た
。
(
4
)

国
家

の
み
な
ら
ず

、
国
際
機
関
、
多
国
籍
企
業
、
N
G
O
、
市
民
と

い

っ
た
公

的

・
私
的
主

体
が
国
内
外

の
さ
ま
ざ
ま
な

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
多
面
的

に
作
用
し
あ

い
、
そ
こ
か
ら
各
主
体
問

に

一
定

の
行
動
パ
タ
ー

ン
が
生
ま

れ
、
共
通
理
解
と

し

て
の
規
範
が
醸
成

さ
れ
る
と
す

る

「脱

国
家
的
法

過
程

(

)
」
(
5
)

の
指
摘
は
国
際
法
学
者
か
ら
示
さ
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
ま
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た
、
国
際
政
治

の
側
か
ら
は
、
急
速
な
グ

ロ
ー
バ
ル
化

に
よ
る
世
界
的
に
取
り

組
む

べ
き
課
題

の
増
大
、
主
体

の
多
様
化

の
中

で
、
新
た
な
国
際
協
調
の
枠
組

み
と

し
て
グ
ロ
ー
バ
ル

・
ガ
バ
ナ

ン
ス
が
提
起

さ
れ
、
さ
ら

に
、
強
力
な
紛
争

解

決
手
続
き
を

も

っ
た

W
T
O
が
機
能

す
る
よ
う

に
な

っ
た

こ
と

に
触
発

さ

れ
、
制

度
化

の
中

で
も
段

階

の
進

ん
だ

「
法
化
」
現
象

が
議
論

の
対
象
と
な

つ
た
。
(
6
)

こ
の
よ
う

に
し

て
、
国
際
法
、
国
際

政
治
ど
ち
ら

の
レ
ン
ズ

を
通
し
て

現
象
を
と
ら
え
よ
う
と
、
少
な
く
と
も
そ
こ
に
は
制
度
、
あ
る

い
は
レ
ジ
ー
ム

が
成
立

し
て
い
く
と

い
う
こ
と

へ
の
積
極
的

な
評
価
、
楽
観
論
が
あ

っ
た
。

し
か
し
、

レ
ジ

ー
ム
の
成
立
か
ら
実
際
の
規
範

、
ル
ー
ル
の
実
現
が
問
わ
れ

る
よ
う

に
な

る
と
、
国
際
法

の
側
か
ら
、
法
化

が
無
調
整

に
進
ん
だ
結
果
と
し

て
、
法

の
断
片
化

(

)
、
そ
し
て
抵
触

(

)
が
問
題
視

さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。
こ

の
こ
と
は
、
W
T
O
に
お
い
て
国
際
自
由
貿

易
の

ル
ー

ル
と
多

国
間
環
境
条
約

が
規
定

し
て

い
る
貿

易
規
制
措
置

と

の
コ
ン
フ

リ
ク
ト

が
想
定
さ
れ
た
こ
と
や
、
日
本
を
当
事
国
と

し
た

ミ
ナ

ミ
マ
グ

ロ
事
件

な
ど
実
際

の
紛
争
事
例
に
お

い
て
、
管
轄
権

が
重
複
す

る
複
数

の
紛
争
解
決
手

続
き

か
ら
自
国

に
有
利
な
制
度
を
選
択
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム

・
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
の

問
題

が
顕
在
化
し
た
こ
と
に
起
因
し
て

い
る
。

一
方
、
具
体
的
な
政
策

の
実
行

段
階

で
の
同
様

の
問
題
は
、
国
際
政
治

の
レ
ン
ズ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
レ

ジ
ー
ム
間

の
重
複
、
調
整

の
問
題
が

一
躍
脚
光
を
浴
び

る
よ
う

に
な
り
、
と
り

わ
け
、
レ
ジ

ー
ム
間

の
相
互
作
用
が
ど
の
よ
う
な
形

で
出
現
す
る
か
に

つ
い
て

の
類
型
化

の
研
究
が
蓄
積
さ
れ

て
き

た
。
(
7
)

そ
の
場
合

、
二
つ
の
レ
ジ
ー
ム
間
関

係

の
位
相
を
上
下
関
係

の
有
無
か
ら
垂
直
的

か
水
平
的
か

で
捉
え
た
上
で
、
そ

の
関
係

に
矛
盾
が
な

い
シ
ナ
ジ
ー

(相
互
補
完
的
)

か
、
矛
盾
が
存
在
す
る

コ

ン

フ

リ

ク

ト

(対

立

的

)

か

で
分

類

す

る
も

の

に

は

じ

ま

り

、

レ

ジ

ー

ム

は

一
つ
の
規

範

、

一
つ
の

ル

ー

ル

で
成

立

し

て

い

る
と

は

限

ら
な

い
こ

と

か

ら

、

レ
ジ

ー
ム
の
構
成
要
素
を
加
味

し
た
類
型
化
な
ど
、
(
8
)

多
様
な
視
点
を
含
む

の
と

な

っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う

な
類
型
化
議
論

の
展
開
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
域

に
ま

た
が

っ
て
、

レ
ジ
ー
ム
が
幾
重

に
も
織
り
成
す
全
体
像
を
概
観

し
、
関
連
性
を

と
ら
え

る
上

で
、
非
常
に
有
益

な
示
唆
を
与
え
る
も

の
と
な

っ
た
と

い
え

る
で

あ

ろ
う
。
そ
し

て
、
現
在

課
題
と
な

っ
て
い
る

の
は
、

コ
ン

フ
リ
ク
ト

が
ど

の

よ
う

に
調
整
さ
れ
よ
う
と
し
て

い
る
の
か
、

二
つ
の
レ
ジ
ー
ム
間
関
係

に
と
ど

ま
ら
ず
、
重
層
化
さ
れ
た
レ
ジ
ー
ム
間
関
係

の
中

で
包
括
的
に
相

互
作
用
を
描

き
だ
す

こ
と

に
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、
ふ
り
か
え

っ
て
個
別

の
レ
ジ

ー
ム
形
成
過
程
を

と
ら
え
る
と
、

当
初

の
デ
ザ
イ

ン
と
異
な
る
形
に
し
ろ
、

ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す

る
先
進
国

の
思
惑
、
力
関
係
が
色
濃
く
反
映

さ
れ
た
も

の
に
な
る
こ
と
は
、
多
く

の
事
例

で
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
今

日
、
国
際
交
渉

に
お

い
て
、
数

の
上
で
の
途
上

国

の
優
位
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
大
国

で
あ
る
先
進
国
が
そ
も

そ
も

の
知
識

の

イ

ン
プ

ッ
ト

や
他

の
問
題
と

の
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
駆
使

で
き
る
リ

ソ
ー
ス
を
持

っ

て
い
る
こ
と
、
実
行
段
階
で

の
資
金

、
技
術
力
な
ど
を
鑑
み
れ
ば
、
途
上

国
が

妥
協
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
事
実

は
否
定

で
き
な

い
。
G
A
T
T
/

W
T
O

交
渉

し
か
り

で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
制
度
化

が
進

み
重
複

が

生

じ
て
い
く
中

で
、
当
初

の
レ
ジ
ー
ム
形
成
時

の
力
関
係
が
ど

の
よ
う

に
反
映

さ
れ
た
調
整
作
用
が
行
わ
れ
、
結

果
が
生
ま
れ

る
の
か
、
レ
ジ
ー
ム
問

コ
ン

フ

リ
ク
ト
を
検
証
す
る
中

で
も

一
つ
の
論
点
と
な

ろ
う
。
本
稿
で
扱
う
生
物
遺
伝

資
源
を

め
ぐ

る
A
B
S
を
規
定
し
た
C
B
D
は
、
そ

の
交
渉
過
程
は
、
必
ず

し
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も
先
進
国
優
位

に
進

め
ら
れ
た
も

の
で
は
な

い
。

一
方

、
T
R
I
P
S
は
、
先

進
国
主
導
で
形
成

さ
れ
た
レ
ジ

ー
ム
で
あ
り
、
異
な
る
成
り
立
ち

の
二
つ
の
レ

ジ

ー
ム
が
重
複

し
て

い
る
場
合

に
ど

の
よ
う
な
現
象

が
現
れ
る
の
か
、

一
つ
の

事
例
と
し

て
、
以
下
に
検
証
を
試

み
た

い
。

二

生

物
遺

伝

資

源
を

め
ぐ

る
知

的

財

産

問

題

の
所

在

(
1
)
C
B
D
交
渉
と
知
的
財
産

と
し
て
の
生
物
遺
伝
資
源

地
球
全
体

の
生
物
多
様

性

の
保
全

の
重
要
性

に
最
初

に
光

を
あ
て
た

の
は
、

「持
続
可
能
な
開
発
」
を
広
め
た
こ
と

で
も
有
名
な
、

一
九
八
七
年
の
ブ
ル
ン
ト

ラ
ン
ト
委

員
会
報

告

『
わ
れ
ら

の
共
有

の
未
来
』

(

)

で
あ

る
。
(
9
)

そ
し

て
、
同
年

六
月
、

「
国
連
環
境
計
画
」

(U
N
E
P
)

に
お

い
て

生
物
多
様
性

に
関
す
る
国
際
条
約
作
成

の
イ

ニ
シ
ア
チ
ブ
を

と

っ
た

の
は
、
現

在

、
C
B
D
を
批
准
を
し
て

い
な

い
ア
メ
リ
カ

で
あ

っ
た
。
そ
の
目
的
は
、
そ

れ
ま

で
、
種

や
、
特
定
領
域
、
地
域

に
よ

っ
て
個
別
に

つ
ぎ
は
ぎ

に
存
在
し

て

い
た
レ
ジ

ー
ム
を
統
括
す
る
条
約
を
作
成
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
生
物
遺
伝
資

源

の
豊
富
な
途
上
国
に
こ
そ
、
そ
の
保
全
を
迫
り
、
資
源

へ
の
安
定
的
な

ア
ク

セ
ス
を
今
後
も
確
保
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
。
(
1
0
)

生
物
遺
伝
資
源
問
題

の
中
で
も

い
ち
早
く
関
心
が
も
た
れ
て

い
た
の
が
、
農

業

・
食
料

に
関
連
す
る
植
物
遺

伝
資
源
問
題

で
、

一
九
八
三
年
の
F
A
O
総
会

で

「植

物
遺
伝
資
源

に
関
す

る
国
際
的
申

し
合
わ
せ
」

(I
U

P
G

R
)
が
採

択
さ
れ
て

い
た
。
(
1
1
)

植
物
遺
伝
資

源
は
、
伝
統
的

に
公
的
な
遺
伝
子
バ
ン
ク
を
通

し
て
自
由

に
交
換
を
行

い
、
交

雑
な
ど
の
改
良
を
行
う

こ
と
で
新
品
種
を
生

み

出
し
て
き

た
と

い
う
特
殊
事
情
が
あ
り

、
I
U
P
G
R
は
植
物
遺
伝
資
源
交
換

の
促
進
を
目
的
と

し
て
、
植
物

遺
伝
資

源
を

「
人
類

の
財
産
」
と
位
置

、、つ
け
、

制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
利
用
可
能
で
あ
る
と
し
た
。
法
的
拘
束
力
が
な

い
と
は

い
え

、
「
植
物
遺
伝
資
源
」

の
定
義

に
先
進

国

の
手
に
よ
り
改
良

さ
れ
た
育
成

品
種

が
加
え

ら
れ
、
(
1
2
)

さ
ら

に
、
途
上
国
む
け
の
基
金

や
技
術
協
力
な
ど

の
措
置

に

つ
い
て
検
討
を
行
う

こ
と
が
明
記
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
途
上
国
側

の
大
き
な

勝
利
と
位
置
づ
け
ら

れ
、
(
1
3
)

多
く

の
先
進
国
が
採
択

に
あ
た

っ
て
態
度
を
保
留
し

た
。
そ
の
後
も
、
途
上
国
側
は
、
「
農
民
の
権
利
」
(
1
4
)

を
主
張
し
た

こ
と
か
ら
、
ア

メ
リ
カ
は
F
A
O
を
忌
避
し
、
先
進
国
が

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き

る
と
目
論

ん
だ

U
N
E
P
で
、
生
物
遺
伝
資
源

の
保
全
問
題
を
積
極
的

に
と
り
あ
げ

る
戦
略
を

展
開
し
た
の
で
あ

る
。

そ
し
て
、

一
九

八
七
年

の
U
N
E
P
管

理
理
事
会

は
、
生
物
多
様
性
を
保
全

す
る
国
際
的

な
取
り
組

み
を
強
化
す
る
必
要
を
認

め
、

一
九
八
九
年

に
は
、
条

約
作

成
の
た
め
の
ア
ド

ホ

ッ
ク
技
術

・
法
律
家
専

門
家

ワ
ー
キ

ン
グ
グ
ル
ー
プ

を
立
ち
上
げ

た
。
(
1
5
)

そ
の
後
、

一
九
九

一
年

に
は
、
生
物
多
様
性
条
約
政
府
間
交

渉
委

員
会

(I
N
C
)

に
改
称
さ
れ
、
国
際
自
然
保
護
連
合

(
I
U
C
N
)
(
1
6
)

や

F
A
O

の
協
力

の
も
と
、

U
N
E
P
事
務
局
が
第

一
次
交
渉
草
案
を
作
成
し
交

渉
が
進
め
ら
れ

た
。
交
渉

開
始
時

の
目
的
は
、
生
物
多

様
性

の
保
全

で
あ
り
、

こ
こ
に
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー
や
そ

の
技
術
移
転

、
知
的
財
産

の
問
題

に
ま

で

波
及
す
る
こ
と

に
な

ろ
う
と
は
、
少
な
く
と
も
先
進
国

に
は
計
算
外

の
こ
と

で

あ

っ
た
。
(
1
7
)

し
か
し
、
す
で
に
F
A
O
で
の
議
論
に
垣
間
見

ら
れ
た
問
題

の
所
在

は
明

ら

か
で
あ

っ
た
。
約

一
七

五
万
種
と
も
言
わ
れ
る
生
物
種

の
多
く
は
熱
帯
地
域
を

中
心
に
途
上
国
側
に
存
在
し
、
先
進
国
は
長
年

、
そ
の
生
物
遺
伝
資
源
を

利
用
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し
た
開
発
製
品

や
技
術

に
特
許
な
ど

の
知
的
財
産
権
を
取
得
す
る
こ
と
で
膨
大

な
利
益
を
得

て
き

た
。
バ
イ

オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
飛
躍
的
な
発
展
は
、
先
進
国

に
と

っ
て
の
資
源

の
利
用
価
値
を
ま
す
ま
す
上
昇

さ
せ
、
生
物
多
様
性

の
減
少

が
顕
在

化
す
る
と

、
ノ
ウ

ハ
ウ
も
資
金

も
な

い
途
上
国

に
保
全
を
要
求

し
た
。

こ
の
点
は
、

こ
れ
ま

で
環
境
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
開
発
、
発
展
を
遂
げ
て
き

た
先
進
国

が
、
今
ま

さ
に
開
発
路
線

に
乗
ろ
う
と
す

る
途
上
国

に
対
し

て
環
境

に
配
慮

せ
よ
と
要
求
す

る
の
と
同
じ
構
図
で
あ

っ
た
。
当
時
、

一
九
九
二
年

の

国
連

環
境
開
発
会
議

へ
む
け
て
議
論
さ
れ

て
い
た

「
持
続
可
能
な
開
発
」

は
、

ま

さ
し
く

こ
う

し
た
途
上
国
側

の
不
満
に
折
り
合

い
を

つ
け

る
べ
く
考
え
出
さ

れ
た

理
念

で
あ
り

、
先
進
国
側

に
対
応
が
求
め
ら
れ
た
。

そ
し

て
、
生

物
遺
伝
資

源
を
め
ぐ

る
不
平
等
構
造
を

脱
却
す

る
方
法
と

し

て
、
途
上
国
側

が
ま
ず
主
張
し
た

の
は
、
資

源
の
所
有
権
を
明
確

に
す
る
こ
と

で
あ

っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
先

の
I
U
P
G
R
の
規
定

の
よ
う

に
、
「
人
類

の
財

産
」
と
し

て
、
結
果
的

に
他
国

の
資
源

へ
の

フ
リ
ー
ア
ク
セ

ス
を
容
認
し
て
き

た
。

こ
の
考
え
方
を
転
換
し
、
資
源
を
各

原
産
国

の
主
権

の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
下

に
置
く

こ
と
を
主
張
し
た
。
(
1
8
)

し
か
し
、
途
上
国
の
要
求
は
、
と
ど
ま
る
と
こ
ろ

を
知

ら
ず
、
さ
ら

に
、
生
物
遺
伝
資
源

の
保
全

の
た
め
に
必
要
な
技
術
移
転

、

そ
し

て
、
生
物
遺
伝
資
源
を
利
用
し
た
開
発
の
成
果
物
か
ら
得
る
利
益

の
衡
平

な
配
分
を
求
め
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
先
進

国
側

の
利
益

の
根
源
で
も
あ
る
知

的
財
産

の
問
題
が
密
接

に
か
か
わ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

C
B
D
の
交
渉
よ
り
若
干

の
先
行
す
る
タ
イ
ム
ラ
グ
で
T
R
I
P
S
交
渉
が

行
わ

れ
て
い
た
が
、
そ
こ

で
は
、
途
上
国
側

は
国
内

の
知
的
財
産
権
制
度

の
整

備

に
む
け

て
の
譲
歩
を
強

い
ら
れ
て

い
た
。
途
上
国

の
関
心
が
、
資
源

の
保
全

か
ら
商
業
的
利

用
と
そ

の
利
益

配
分

の
メ
カ

ニ
ズ

ム

へ
と

シ

フ
ト
し

て

い

っ

た
の
は
、

こ
の
T
R
I
P
S
交
渉
と
無
関
係

で
は
な
か

っ
た
。
(
1
9
)

途
上

国
は
、
生

物
遺
伝
資
源

に
関
し
て
は
、
資
源

の
持
ち
手
と
し

て
優
位
な
立
場
に
あ

る
こ
と

か
ら
、

C
B
D
交
渉
を
リ
ー
ド
し
、
技
術
移
転
と
利
益

の
衡
平
な
配
分
を
求
め

る
こ
と

で
、

T
R
I
P
S

で
の
妥
協

を
埋

め
合
わ
せ

よ
う

と
し

て

い
た

の
で

あ

る
。
(
2
0
)

T
R
I
P
S
か
ら

一
転

し
て
、
自
国

の
知
的
財
産
か
ら
得
ら
れ
る
利
益

の

マ
イ

ナ
ス
に
つ
な
が
り
か
ね
な

い
C
B
D
の
交
渉

の
動
向

に
先
進

国
が
抵
抗

し
た

の
は
言
う
ま
で
も
な

い
。

一
九
九

二
年

の
I
N
C

の
ナ
イ

ロ
ビ
最
終
会
合

ま

で
交
渉
は
難
航
し
た
が
、
最
後

は
、

一
〇
日
後

に
差
し
迫

っ
た
国
連
環
境
開

発
会
議

の
持

つ
重
要
性
と
そ
の
時
限
設
定
が
、
最
終
合
意
を
可
能

に
し
た
。

そ
れ
で
は
、
途
上
国
側
の
主
張

は
、
具
体
的

に
ど

の
よ
う
に
C
B
D
の
中

に

反
映

さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う

か
。
第

一
五
条

一
項
は
、
締
約
国
に
対
し
て
、
自
国

の
天
然
資
源

に
対
し
て
主
権
的
権
利
を
認
め
、
同
五
項

で
、
遺
伝
資
源

の
ア
ク

セ
ス
に
あ

た

っ
て
は
、
「
事
前

の
情
報

に
基
づ
く
当
該
締

約
国

の
同
意
が
必
要

で
あ

る
」
と

明
記
し
た
。

一
方
、
利
益
配
分

に
関
し
て
は
、
同
七
項
が
、
7
遺

伝
資
源

の
研
究
お
よ
び
開
発
の
成
果
並
び

に
商
業
的
利
用
か
ら
生
じ
る
利
益
を

当

該
遺
伝
資
源

の
提
供
国

で
あ

る
締
約

国
と
公
正
か

つ
衡
平

に
配

分
す
る
た

め
に
…
…
適
宜
、
立
法

上
、
行
政
上
ま
た
は
政
策
上

の
措
置
を
と
る
。
そ
の
配

分

は
相
互

に
合
意
す
る
条
件

で
行
う
」
と
し
た
。
ま
た
、
技
術
移
転

に

つ
い
て

は
、
第

一
六
条

二
項

で

「
公
正
で
最
も
有
利
な
条
件

(相
互
に
合
意
さ
れ
た
場

合

は
、
緩

和
さ
れ
た
か

つ
特
恵
的
な
条
件
を
含

む
)
」
で
行
う
と
規
定
す

る
と

と
も

に
、
そ
の
後

段
で
は
、
「
当
該
知
的
財
産
権

の
十
分
か

つ
有
効
な
保
護
を

承
認

し
及
び
そ

の
よ
う
な
保
護

と
両
立
す

る
条
件

で
行
う
」
と
し
、
技
術
自
体
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の
知
的
財
産
権

の
保
護
も
明
記
し
た
。
(
2
1
)

こ

の
よ
う

に
し
て
、
当
初
、
生
物
多
様
性

の
保
全
を

目
的
と
し

て
ア
メ
リ
カ

が
積
極
的
に
交
渉

に
乗
り
出
し
た

C
B
D
は
、
意
図
せ
ざ

る
結
果
と
し

て
、
生

物
遺
伝
資
源
が
も
た
ら
す

利
益
配
分
を
も
規
定
す
る
条
約
と

し
て
、

そ
の
姿
を

こ

こ
に
現

し
た
こ
と
に
な
る
。
A

B
S
も
含
め

て
、
条
約
全
体

は
、
「
相
互

に

合
意
す
る
条
件
」
「適
当
な
場
合

に
は
」
「
可
能
な
限
り
」
「奨
励
す

る
」
と

い

っ

た
努
力
目
標
に
す
ぎ

な

い
よ
う
な
曖
昧
な
表
現
が
ち
り
ば

め
ら
れ
て
お
り
、
言

葉
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
で
先
進

国
と
途
上
国

の
ぎ
り
ぎ
り
の
妥
協

が
図
ら
れ
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
(
2
2
)

し
た
が

っ
て
、
そ

の
第

二
八
条
で
、
あ

ら
た

め
て
締
約

国
会
議

に
お
け
る
議
定
書

の
作
成
、
採
択

へ
の
協
力
を
求

め
て

い
る
。

(
2
)
T
R
I
P
S
交
渉
か
ら
み
た
生
物
遺
伝
資
源

T
R
I
P
S
は
、
「
W

T
O
設
立
協
定
」

の
付
属
書

1
C
と
し

て
、

一
九
九

四
年

に
採
択
さ
れ
た
。
(
2
3
)

従
来
、
著
作
権
、
商
標
権
、
特
許
権

な
ど
知

的
財
産
権

は
、
国
内
法

に
よ
り
保
護
さ
れ
る
も

の
で
あ

る
。
し
か
し
、
知
的
情
報

は
国
境

を
越
え

て
移
動
す

る
こ
と
か
ら
、
工
業
所
有
権

に
関
す
る
パ
リ
条
約

、
著
作
権

に
関
す

る
ベ
ル

ヌ
条
約
等

の
多

国
間
条
約

に
よ

る
国
際
協

力
が
行

わ
れ

て
き

た
。
そ
し
て
、

一
九
七
〇
年
に
設
立
さ
れ
た

W
I
P
O
は
、
(
2
4
)

知
的
財
産
権

の
保

護
を

国
際
的

に
促
進
し
、
各
国
制
度

の
調
整
を

は
か
る
た
め

の
国
際
機
関
で
あ

る
。
グ

ロ
ー
バ
ル
化
が
進

み
、
物
、
情
報

の
流
通
量
が
増
大
す
る
中
で
、
途
上

国
も
含

め
た
知
的
財
産
権

の
保
護
は
急
務

の
課
題
と
な
り
、
そ

の
こ
と
が
開
発

や
発
展

に

い
か
な

る
影
響
を
お
よ
ぼ
す
か
は
、

W
I
P
O
で
も
大
き
な
論
点

で

は
あ

っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
知
的
財
産
権
が
十
分
に
保
護

さ
れ
な
け
れ
ば
自
由
貿
易

の
利

益
が
害
さ
れ
る
と

し
て
、
多
国
間
貿
易
秩
序

の

一
環
と
し
て
、

一
九

八
七
年
に

開
始
さ
れ
た
ウ
ル
グ
ア
イ

・
ラ
ウ

ン
ド
に
位
置
づ
け
た
の
が
、
ア
メ
リ
カ
を
は

じ
め
と
す
る
先
進
国

で
あ

っ
た
。
(
2
5
)

各
国

の
基
準
を
底
上
げ
す

る
こ
と

で
の
知
的

財
産
権

の
強
化
は

、
ラ
イ
セ

ン
ス
収

入
を
確
保

し
、
世
界

的
に
増
加
傾
向

に

あ

っ
た
模
倣
品
を
防
止
し
、
さ
ら
に
、
研
究

・
技
術
開
発

の
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
、

利
益
を
守
る
こ
と

に

つ
な
が

る
。
(
2
6
)

中

で
も
、
生
物
遺
伝
資
源
を
利
用
し
た
化
学

製
品
、
医
薬

品
開
発

は
、
長
期

に
わ
た
る
膨
大
な
研
究
費

が
か
か
る
に
も
か
わ

ら
ず
、
途
上
国
な
ど

で
は
特
許
対
象

に
な

っ
て

い
な
か

っ
た
こ
と

か
ら
、
大
き

な
損
失
に
な

っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ

て
い
た
。
(
2
7
)

T
R
I
P
S
交
渉

で
は
、

こ
の

よ
う
な
プ

ロ
パ
テ
ン
ト
政
策
を
展
開
す
る
先
進
国
に
対
し
、
途
上

国
側
は
、
知

的
財
産
権
こ
そ
が
先
進
国

の
技
術
独
占
を
生
み
、
開
発
、
発
展
を

阻
害
す

る
と

し

て
ア
ン
チ
パ
テ
ン
ト
の
立
場

で
対
立
し
た
。
し
か
し
、
ウ
ル
グ
ア
イ

・
ラ
ウ

ン
ド
が

一
括
受

諾
方
式
を
と

っ
て
い
た

こ
と
か
ら
、
交
渉
全
体
を

通
し
て
先
進

国
側
は
強
硬
姿
勢
を
崩
す

こ
と
は
な
か

っ
た
。
途
上
国
に
と

っ
て
は
、
欧
米

の

市
場

ア
ク
セ

ス
を
得

る
こ
と

は
死
活
問
題

で
あ

っ
た
た
め
、
他

の
問
題
で
の
妥

協
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
お
り

、
T
R
I
P
S
は
、
そ

の
代
表
格

で
あ

っ
た
。
(
2
8
)

農

業

分
野

の
交
渉

に
難
航
し
、
最
終

合
意
は

一
九

九
四
年
ま

で
持
ち
込

さ
れ
た

が
、

一
九
九

一
年

の

一
二
月

に
、
ダ

ン
ケ

ル
事
務
局
長
が
用
意

し
た

「
ウ
ル
グ

ア
イ

・
ラ
ウ

ン
ド
最
終
協
定
案
」

で
は
、
知
的
財
産
権

の
問
題
に

つ
い
て
は
ほ

ぼ
最
終
合
意
に

い
た

っ
て

い
た
。
(
2
9
)

す
な
わ
ち
、
C
B
D
交
渉

が
佳
境
を
迎
え
た

こ
ろ
、
す

で
に
T
R
I
P
S
の
合
意
内
容
は
固
ま

っ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
T
R
I
P
S
は
、
第

一
条

一
項

で
、
「加
盟

国
は
、

こ
の
協
定

の

規
定

に
反
し
な

い
こ
と
を
条
件
と
し

て
、

こ
の
協
定
に
お

い
て
要
求
さ
れ
る
保
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護
よ
り
も
広
範

な
保
護
を
国
内
条
約

に
お

い
て
実
施
す
る

こ
と
が

で
き
る
が
、

そ

の
よ
う

な
義
務
を
負
わ
な

い
」

(傍

点
筆
者
、
以
下

に
同
じ
)
と
し
、

ミ

ニ

マ
ム

・
ス
タ

ン
ダ

ー
ド
と
し

て
加

盟
国

が
確

保
す

べ
き

知
的
財
産
権
を

規
定

し
た
。
(
3
0
)

こ
こ
で
、
生
物
遺
伝
資

源
と
の
関
連

で
重
要

に
な

っ
て
く
る

の
が
、
特
許

の

対
象
を
規
定
す
る
第
二
七
条

で
あ

る
。
当
時
、
途
上
国
に
限
ら
ず

、
医
薬
品

や

そ

の
他
、
化
学
物
質
と
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー
関
連

の
発
明
を
特
許
対
象
か
ら

除
外
し

て
い
る
国
が
多
く

、
こ
れ
ら
を
特
許
対
象
と
し

て
義
務

化
す

る
と

い
う

の
が

ア
メ
リ
カ

の
思
惑
で
あ

っ
た
。

一
項

は
ま
ず
、
「
…
…
特
許
は
、
新
規
性
、

進
歩
性
、
及
び
産
業
上
の
利
用
可
能
性
あ

る
す

べ
て
の
技
術
分
野
の
発
明

(物

で
あ

る
か
方

法

で
あ
る
か
を
問

わ
な

い
)
(
3
1
)

に

つ
い
て
与
え

ら
れ
る
」
と
す

る
。

す
な
わ
ち
、
新
規
性
等

三

つ
の
要
件

が
そ

ろ
え
ば
、
す

べ
て
の
技
術
分
野

の
発

明

に
特
許
を
付
与
す
る
こ
と
が
原
則
と
な

っ
た
。
(
3
2
)

た
だ
し
、
特
許

の
例
外
規
定
と

し
て
お
か
れ
た

の
が
第
二
七
条

の
二
項
と
三

項

で
あ

る
。
ま
ず

、
二
項
で
は
、
不
特
許
事
由
と

し
て
、
「
公

の
秩
序
ま
た
は

善
良

の
風
俗
を
守
る
こ
と

(人
、
動
物
も
し
く
は
植
物

の
生
命

も
し
く

は
健
康

を
保
護

し
、
ま

た
は
環
境
に
対
す

る
重
大
な
損
害
を

回
避
す
る
こ
と
を
含
む
)

を
目
的
と
し
、
商
業
的
な
実
施
を
自
国

の
領
域
内

に
お

い
て
防
止
す
る
必
要
が

あ

る
発
明
を
特
許

の
対
象

か
ら
除
外
す

る
こ
と
が

で
き
る
…
…
」
と

し
た
。
な

お
、
「
除
外
す
る
こ
と
が

で
き
る
」
の
で
あ

っ
て
、
除
外
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

る
わ
け

で
は
な

い
。
こ
の
条
項
は
、

T
R
I
P
S
協
定

の
中
で
唯

一
、
環
境
保

護

に
言
及
し
て

い
る
条
項

で
、
も
と
よ
り

「
公

の
秩
序

」
(

)

に

反
す

る
発
明
を
特
許
対
象

か
ら
除
外
す

る
と

い
う

こ
と

が
目
的
で
あ

っ
た
が
、

環
境
問
題
が
国
連

で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
に
影
響
を
う
け

て
、
「
公

の
秩
序

」

に

「
環
境
」
を
含
ま

せ
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。
(
3
3
)

さ
ら
に
、
第

二
七
条

三
項

(
b
)
で
は
、
二
項

に
該
当
し
な

い
場
合
で
も
特

許

の
対
象

か
ら
除
外

で
き
る
も
の
と
し

て
、
「微
生
物
以
外

の
動
植
物
、
な
ら
び

に
非
生
物
学
的
方
法

(遺
伝
子
工
学
な
ど
)
及
び
微
生
物
学
的
方
法
以
外

の
動

植
物

の
生
産
の
た
め
の
本
質
的

に
生
物
学
的
な
方
法

(接
木
、
交
配
)
」

(カ

ッ

コ
内
筆
者
注
)
を
認

め
た
。
(
3
4
)

バ
イ
オ

テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
の
中

で
も
、
遺
伝
子
組
み

換
え
に

つ
い
て
は
、
途
上
国

の
反
対

の
み
な
ら
ず
、
先
進
国

の
中

で
も
E
U
な

ど
か
ら

の
抵
抗
も

強
か

っ
た
た
め
導
入
さ
れ
た
規
定

で
あ

る
。
プ

ロ
パ

テ
ン
ト

の
急
先
鋒
で
あ

る
ア
メ
リ
カ
に
と

っ
て
は
大
き
な
妥
協

で
あ

っ
た
が
、
そ

の
か

わ
り
に
、
同
三
項

(b
)

の
後
段

で
、
「
こ
の

(b
)
の
規
定
は
、
W
T
O
協
定

の
効
力
発
生

の
日
か
ら
四
年
後

に
検
討
さ
れ
る
も

の
と
す

る
」
を
す

べ
り
こ
ま

せ
た
。
次
章

で
扱
う

T
R
I
P
S
改
正

の
問
題
は
、

こ
こ
に
起
因
し

て
い
る
。

(
3
)

小結

T
R
I
P
S
は
、
他

の
G
A
T
T
交
渉

の
影
響
も
う
け
、
全
体
を
通
し

て
先

進
国
主
導

型
で
行
わ
れ
、
ミ

ニ
マ
ム

・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し

て
知
的
財
産
権
を

規
定
で
き
た
こ
と
で
、
そ
の
目
的
は
達
成
さ
れ
た
と

い
え

る
。

一
方
、

C
B
D

で
は
、
資
源

の
持

ち
手

で
あ

る
途
上
国
側
が
、
A
B
S
規
定
な
ど
有
利
な
内
容

を
引
き
出
す
こ
と
に
成
功

し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
生
物
遺
伝
資
源
と

い
う
素
材

を
媒
介

と
し
て
、
知
的
所
有
権

に
関
連
す
る
両
レ
ジ
ー
ム
の
目
的
、
視
点
が
異

な
る
こ
と
に
注
意

が
必
要

で
あ

る
。
T

R
I
P
S
は
、
特

に
、
医
薬
品
な
ど
開

発
ま
で

の
先
行
投
資

の
多
額
な

バ
イ
オ

テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
を

タ
ー
ゲ

ッ
ト

に
、

い

わ
ば
、
先
進
国
側
か
ら
の
視
点

に
立

っ
た
知
的
財
産

の
保
護

で
あ

る
。

一
方

の
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C
B
D
は
、
生
物
遺
伝
資
源

の
A
B
S
を
途

上
国
が
求

め
る
に
あ
た

っ
て
、
ど

れ
だ
け
先
進

国
の
知
的
財
産
か
ら

の
利
益
配
分
を
得

ら
れ
る
か
、
途
上
国
側
か

ら

の
視
点

に
た

っ
た
も

の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
逆

の
先
進
国
側
か
ら

み
れ
ば

、

自
国

の
知

的
財
産

へ
の

マ
イ
ナ

ス
要
因
と
し
て
認
識
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
、
個
別

に
交
渉
さ
れ
る
中
で
、
知
的
財
産

の
異
な

る
視
点
か
ら

同
じ
生
物
遺
伝
資
源
を
扱
う
合
意
内
容
と
な

っ
た
結

果
、
そ
こ
に
レ
ジ
ー
ム
問

の
調
整
が
必
要
な
重
複

が
生
じ
た

こ
と
に
な
る
。
問
題
は
、
C
B
D
で
は
生
物

遺
伝
資
源
原
産
国
の
主
権
的
権
利
が
認
め
ら
れ
て

い
る
こ
と

に
対
し

て
、

T
R

I
P
S
が
そ

の
点

で
何

の
規
定
も
な

い
こ
と
、
ま
た
、
C
B
D
が
A
B
S

の
細

部
を
規
定
す
る
に

い
た
ら
な

か

っ
た

こ
と

に
あ
る
。
条

文
の
内
容

に
解
釈

の
幅

を
持
た
せ
、
再
交
渉
の
余
地
を
残
す
形

で
、
よ
う
や
く
そ
れ
ぞ
れ
の
交
渉
が
妥

結

し
た
結
果

で
も
あ
り
、
レ
ジ
ー
ム
の
実
行
規
定
を
整
え
て
行
く
段
階

で
、

い

よ

い
よ

コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
顕
在
化

し
て
く

る
こ
と

に
な
る
。

三

レ
ジ

ー
ム

間

コ
ン

フ
リ

ク

ト
と

A

B
S

規

定

の
進

展

(
1
)T
R
-
P
S
と

C
B
D
の
関
係
を
め
ぐ
る
議
論

ア
メ
リ
カ
は
、

バ
イ
オ
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
特
許

の
問
題

で
大
き
な
不
満
を
残
し

て
い
た
こ
と

か
ら
、
見
直
し
規
定
を

利
用

し
、
早

い
機
会
に
第
二
七
条

の
修
正

を
迫
る
予
定

で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
可
能

に
な

っ
た
発
効
か
ら
四
年
目

に
あ
た
る

一
九
九
九
年

の
T
R
I
P
S
理
事
会

で
は
、

一
転
し
て
同
規
定

の
見

直
し
を
求
め
ず
、
今
後

の

「
調
査

、
研
究
、
情
報
交
換
」
に
と
ど
め

る
べ
き
で
あ

る
と
し
た
。
(
3
5
)

そ
の
理
由
と
し

て
は
、

一
九
九

八
年

に
開
催
さ
れ
た
第
四
回
の
C

B
D
締
約
国
会
議

に
お
い
て
、
C
B
D
に
含
ま

れ
る
知
的
財
産
に
関
連

す
る
規

定
と

T
R
I
P
S
が

コ
ン
フ
リ
ク
ト
な
関
係

に
あ

る
と
し

て
途
上
国
側
か
ら
指

摘

さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
て
お
り
、
(
3
6
)

C
B
D
と

の
整
合
性
を
根
拠
と
し

て
、
特
許

除
外
対
象

の
拡
大

や
、
技
術
移
転
、
A
B
S
の
問
題

で
の
よ
り
厳
し

い
対
応
を

迫

ら
れ
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
(
3
7
)

実
際
、

一
九
九
九
年

一
二
月

の

W
T
O
シ
ア
ト

ル
閣
僚
会
議
に
む
け
て
、
T
R
I
P
S
理
事
会

で
は
、
第

二
七

条

三
項

(
b
)

の
改
正
も
視
野
に

い
れ
た
途
上
国
側

の
提
案
と
要
求
が
厳
し
さ

を
増
す

こ
と

に
な

っ
た
。
(
3
8
)

そ
し

て
、
二
〇
〇

一
年

の
第

四
回

W
T
O
閣
僚
会
議

に
お

い
て
出
さ
れ
た
新
ラ
ウ
ン
ド
開
始
を
告
げ

る

「
ド
ー

ハ
閣
僚
宣
言
」
で
は
、

T
R
I
P
S
理
事
会

に
対
し
、
T
R
I
P
S
と

C
B
D
両
者

の
関
係
な
ら
び
に

伝
統

的
知
識

の
保
護

に
つ
い
て
の
検
討
を
指

示
す

る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。
(
3
9
)

そ
し
て
、
T
R
I
P
S
理
事
会
に
お

い
て
は
今

日
ま

で
、

T
R
I
P
S
第

二

七
条
に
関
連

し
て
C
B
D
と

の
問
に

コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
あ
り
、

T
R
I
P
S
の

改
正
が
必
要

で
あ

る
と
す

る
イ

ン
ド
、
ブ

ラ
ジ

ル
を
筆
頭
と
す

る
途
上
国
と
、

コ
ン
フ
リ
ク
ト
そ
の
も

の
の
存
在
を
否
定
し
、
各

国
が
両
条
約
を
相

互
に
協
力

的
に
実
行
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
す
る
先
進

国
の
対
立

が
続

い
て
い
る
。
さ
ら

に
具
体
的
な
論
点
と

し
て
、
前
者
は
、

T
R
I
P
S
が
バ
イ

オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー

に
関
連
し
て

の
特
許
を
広
範
囲

に
義
務
付
け
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
C
B
D
が
規

定
す
る
生
物
遺
伝
資
源

に
対
す

る
原
産
国

の
主
権
的
権

利
と
矛
盾
す

る
点
を
指

摘
す
る
。
(
4
0
)

特
に
、
C
B
D
の
中

で
明
記
さ
れ
て

い
る
生
物
遺
伝
資
源

へ
の
ア
ク

セ
ス
の
際
に
必
要
と
さ
れ
る
、
資
源
原
産
国

の
事
前

の
情
報

に
基
づ
く
同
意

や

A
B
S

の
要
件

に

つ
い
て
も

T
R
I
P
S
で
は
言
及
が
な

い
こ
と
を
問
題
と
す

る
。
そ

の
上
で
、
改

正
点
と

し
て
、
①
特
許
対
象

か
ら
バ
イ
オ

テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー

関
係
を
除
外
す

る
柔
軟
性

(

)
を
資
源
原
産
国
が
確
保
で
き
る
よ
う
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に
す

る
、
②
特
許
出
願
時

に
、
原
産
国
な
ど
遺
伝
子
資
源

の
出
所

(入
手
先

)
、

関
連
す

る
伝
統
知

識
、
事
前

の
情
報
に
基
づ
く
同
意

の
明
示
を
第

二
七
条
三
項

(
b
)
の
追
加
事
項
と
す

る
提
案

を
行

っ
て

い
る
。
出
所
開
示

に
よ
り

ト
レ
ー

サ
ビ

リ
テ
ィ
を
高

め
る
こ
と
は
、

C
B
D
が
求

め
る
A
B
S
を
実
現
す
る
上
で

不
可
欠
な
要
素

と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
(
4
1
)

こ
れ
に
対
し

て
、

ア
メ
リ
カ
、
日
本
、

カ
ナ
ダ
な
ど
を
中
心
と
す

る
先
進
国
は
、
T
R
I
P
S
と

C
B
D
は
も
と
も

と

目
的

の
異
な

る
条
約

で
あ

る
と
し
た
上
で
、
生
物
遺
伝
資
源
を
保
全
し
、
持

続

的

に
利
用
す

る
た
め
の
新
技
術

の
研
究
開
発
も

、
特
許

に
よ

っ
て
促
進
さ
れ
る

と

い
う
点
を
強
調
す

る
。
し
た
が

っ
て
、
両
者

は
理
念
的

に
も

コ
ン
フ
リ
ク
ト

は
な
く
、
開
示
要
件
自
体
が
本
質
的
に
発
明
の
特
許
性
と
は
関
係
な
く
、
A
B

S
に

つ
い
て
は
、
資
源
原
産
国
と

の
個
別
契
約

で
対
応

で
き
る
と
し

て
い
る
。
(
4
2
)

こ
の
よ
う

に
し
て
、

T
R
I
P
S
設
立
交
渉

で
は
、
知
的
財
産
制
度

の
強
化

を
求

め
ら
れ
守
勢

の
側

に
あ

っ
た
途
上
国
が

一
転

し
て
、
現
在

で
は
攻
勢
に
転

じ
て

い
る
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
(
4
3
)

す
な
わ
ち
、
知
的
財
産
を
め
ぐ
る
T
R
I
P

S
と

C
B
D
の
重
複
を
利
用
し

て
、
T
R
I
P
S
理
事
会

に
お

い
て
、
A
B
S

の
実
現

へ
む
け

て
の
要
求
を
強
化
す
る
と
と
も

に
、
伝
統
的
知
識
な
ど
途
上
国

側

に
優
位

に
あ

る
知
的
財
産

の
保
護
と
強
化
を
求

め
る
に
い
た

っ
て
い
る
。
た

だ

し
、
実
際
問
題
と
し

て
改
正
に
は
困
難
を
伴
う

こ
と
か
ら
、

こ
こ
で

の
議
論

を
挺
子

に
し

て
、
実
質
的
な

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ

る
C
B
D
で
の
議
論
を
有
利
に

進

め
る
こ
と

に
途
上
国
側
は
意
義
を
見
出

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
(
4
4
)

(

C
B
D
締
約
国
会
議

に
お
け
る
A
B
S
の
議
論

C
B
D
が
当

初

の
保
全

の
目
的
を
超
え

て
多
く

の
問
題
を
取

り
込

ん
だ
結

果
、
初
期

の
締
約
国
会
議
は
、
何
を
目
的
、
課
題
と
す

る
か
で

ア
イ
デ

ン
テ
ィ

テ
ィ

・
ク
ラ
イ
シ

ス
に
陥

っ
て

い
た
と
言
わ
れ
る
。
(
4
5
)

し
か
し
、

一
九
九

八
年

の

第

四
回
締
約
国
会
議
に
お

い
て
A
B
S
の
実
現
が
重
要
課
題
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
、
そ
れ
以
後
、
最
も

紛
糾
す

る
議
題

の

一
つ
と
な

っ
て

い
る
。
C
B
D
は

資
源

原
産
国

の
生
物
遺
伝
資
源

に
対
す

る
主
権
的
権

利
を

認
め
た
こ
と
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
法

の
整

備
が
急
務

で
あ

っ
た
が
、
実
際
に
は
各

国
の
対
応

に

は
差
が
あ

っ
た
。

一
方

、
厳

し

い
条
件

で
の
国
内
法

の
制
定
が
続
く

こ
と
も
先

進

国
側
か
ら
は
懸
念
さ
れ
て

い
た
。
(
4
6
)

そ
こ
で
二
〇
〇
〇
年

の
第
五
回
締
約
国
会

議

で
は
、
各
国
が
A
B
S
の
措
置
を
行
う
上

で
の
ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
を
作

る
と

い

う
点

で
の
合
意
が

で
き
、
「
A
B
S
作
業

部
会
」
が
設
置

さ
れ
た
。
(
4
7
)

同
会
議

で

は
、
伝
統
的
知
識
に
関
す
る
知
的
財
産

に

つ
い
て
も
議
題
に
あ
が
り
、
す

で
に

出
所
開
示
を

T
R
I
P
S
規

定
に
も
り

こ
む

べ
き
と

の
意
見
表
明
が
途
上
国
側

か
ら
な
さ
れ

て
い
る
。
(
4
8
)

そ
し

て
、

二
〇
〇
二
年

の
第

六
回
締
約
国
会
議

で
は
、
前
年

ド
イ

ツ

・
ボ

ン

で
開
催
さ
れ
た

A
B
S
作
業

部
会

か
ら
出
さ
れ
た
草
案

の
検
討
が
行
わ
れ
、
最

終
的

に

「
ボ

ン

・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

が
採
択
さ
れ
た
。
(
4
9
)

そ

の
内
容

は
、
生
物
多

様
性
条
約

の
三

つ
の
目
的
を
確

認
し
た
上

で
、
公
正
か

つ
衡
平
な
利
益

配
分
を

保

証
す

る
た
め

の
透
明
性

の
高

い
枠
組

み
を
、
締
約
国
と
利
害
関
係
者
に
提
供

す

る
こ
と
を

目
的
と
し
て

い
る

(

)
。
各
国
が
国
内
法
を
制
定
す

る
際

の
指
針

で
あ
り
、
「
自
主
性
」
、
「利
便
性
」
、
「
実
用
性
」
、
他

の
国
際
条
約

と

の

「
補
完
性
」
、
「
柔
軟
性

」
、
「透
明
性
」
等
を
基
本
と
す
る
こ
と
が
明
記

さ

れ
て
い
る

(

)
。

C
B
D
の
第

一
五
条

五
項

で
規
定
さ
れ
た
事
前

同

意

の
原
則
と
し

て
、
法
的
確

実
性

及
び
明
確
性
が
必
要

で
あ
る
こ
と
、
ア
ク
セ

ス
は
最
低
限

の
費
用
で
促
進

さ
れ
る
べ
き

こ
と
、
制
限
が
加
え
ら
れ
る
場
合

に
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は
生
物
多
様
性
を
保
全
す
る
た
め
の
法
的
根
拠

に
基
づ
く
こ
と
、
資

源
提
供

国

の
権
限

の
あ

る
当
局

の
同
意

の
必
要
性
等

を
あ
げ
て

い
る

(

)
。

ま
た

、
C
B
D
第

一
五
条
七
項

の

「相

互
に
合
意
す
る
条
件

で
行
う

」
こ
と
を

受
け

て
、
条
件

の
例
示
的
リ

ス
ト
が
示
さ
れ
る
と
と
も

に

(

)
、

配
分

の
メ
カ

ニ
ズ

ム
に
つ
い
て
は
、
利
益
配
分

に
関
与
す
る
も

の
に
よ

っ
て
決

定

さ
れ
、
ケ

ー
ス

・
バ
イ

・
ケ
ー

ス
で
変
更

で
き

る
よ
う
柔
軟
性
を
も

た
せ
る

べ
き
で
あ

る
と

し
て

い
る

(

)
。
交
渉

過
程
で
は
、
ガ
イ

ド
ラ

イ
ン
で
あ

る
以
上
、
自
主
性
、
柔
軟
性

に
重
き
を
お
く
先
進
国
と
、
A
B
S
を

実
現
す
る
た

め
に
厳
密
さ
を
求
め
る
途
上
国
と

の
対
立
が
あ

っ
た
が
、
結
果
的

に
、
先
進
国
と
途
上
国

の
対
立
が
先
鋭
化

す
る
よ
う
な
利
益
配
分

の
具
体
的
な

メ
カ

ニ
ズ

ム
に

つ
い
て
は
、

一
切
言
及
し
な

い
形

で
決
着
し
た
。

短
期
間

の
交

渉

で
合

意
が
可
能

に
な

っ
た

の
は
、
拘
束
力

の
な

い
文
章

で

あ

っ
た
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
だ

が
、
国
連
環
境
開
発
会
議

か
ら

一
〇
年

の
節
目

の

同
年
九
月
に
開
催
さ
れ
る

「持
続
可
能
な
開
発
に
関
す
る
世
界
サ
ミ

ッ
ト
」
(
1ー

ヨ

ハ
ネ

ス
ブ
ル
ク
サ
ミ

ッ
ト
)
も
見
据
え
た
上
で
、
C
B
D
と
し

て
、
生
物
遺

伝
資
源

の
持
続
的
な
利
用

へ
む
け

て
の
何
ら
か
の
成

果
が
必
要

で
あ
る
と

の
要

因
も
作
用
し
て

い
た
。
(
5
0
)

な
お
、
第
六
回

の
締
約
国
会
議

で
は
、

W
I
P
O
に
対

し

て
、
A
B
S
実
現
に
お
け

る
知
的
財
産

の
役
割
に
関
連

し
て
特
許
申
請
時

の

出
所
開
示

に
つ
い
て
の
技
術
的
検
討
を
行

い
次
回
会
議
に
報
告
す

る
こ
と
を
求

め
た
。
(
5
1
)

そ
の
後
、

ヨ
ハ
ネ

ス
ブ

ル
ク
サ
ミ

ッ
ト

で
は
、
持
続
可
能

な
開
発
を
進
め

る

た

め
の
各

国
指

針
と
し

て
の

「
実
施
計
画
」
が
採
択

さ
れ
た
が
、
そ

の
中
で
、

二
〇

一
〇
年
ま

で
に
現
在

の
生
物
多
様
性

の
損

失
速
度
を

減
少
さ

せ
る
た
め

の
行
動

の

一
環
と
し

て
、
ボ

ン

・
ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
の
幅

広

い
実
施

に
加
え

て
、

同

ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
を
念

頭
に
、
A
B
S
を
促
進
、
保
護
す
る
た
め
の

「
国
際

レ

ジ

ー
ム
」
(

)
の
交
渉
開
始
を
求

め
る
内
容
が
盛
り
込

ま
れ
た
。
(
5
2
)

こ
れ
を
う
け
て
、
二
〇
〇
四
年

の
第
七
回
締
約
国
会
議
で
は
、
具
体

的
な

A
B
S
作
業
部
会
を
中
心
と
し
た
今
後

の

「
国
際

レ
ジ
ー

ム
」

の
検
討
プ

ロ
セ
ス
と

エ
レ
メ
ン
ト
等
が
合
意

さ
れ
た

が
、
そ

の
中

に
は
、
特
許
申
請
時
の

出
所
開
示
も
含
ま
れ

て
い
る
。
(
5
3
)

以
来

、
二
〇
〇
六
年

の
第
八
回
締
約
国
会
議
を

は
さ
ん
で
五
回

の
A
B
S
作
業
部
会

が
開
催
さ
れ

て
い
る
が
、
現
在
、
議

論
は

膠
着
状
態

に
陥

っ
て
い
る
。

「
国
際

レ
ジ
ー

ム
」
に
関
す
る
主
要
な
論
点
と
し

て
は
、
①
法
的
拘
束
力

の

有
無

、
②
資
源
原
産
国
か
ら
移
動
す

る
生
物
遺
伝
資
源

の
追
跡
を
目
的
と
す
る

国
際
認
証

シ
ス
テ
ム
の
構
築
、
③
特
許
出
願

に
お
け
る
生
物
遺
伝
資
源
お
よ
び

関

連
す

る
伝

統

知

識

の
原

産

国

/

出
所

開
示

に

つ
い

て

で
あ

る

。
(
5
4
)

J

U

S
S

C

A

N

N

Z

グ

ル

ー
プ

と

い
わ

れ

る

日
本

、

ア

メ

リ

カ
、

カ
ナ

ダ

、

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

、

ニ

ュ
ー

ジ

ー

ラ

ン
ド

、
ス

イ

ス
、

ノ

ル
ウ

ェ
ー
、

メ
キ

シ

コ
、
韓

国

等

の

先
進

国
は
、
(
5
5
)

法
的
拘
束
力

の
あ
る
議
定
書
形
式

に
強
く
反
対
し
、
国
際
認
証
シ

ス
テ
ム
に

つ
い
て
は
、
情
報
収
集

の
必
要

は
認

め
る
も

の
の
、
実
用
性

に
問
題

が
あ
り
、
特
許

の
出
願
と
は
切
り
離
し
て
考
え

る
べ
き

で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら

に
原
産
国
開
示
に

つ
い
て
は
、
W
I
P
O
が
議
論

の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ

る
と
す

る
。

一
方

、
イ
ン
ド
、
ブ

ラ
ジ

ル
を
中
心
と
す

る
途
上
国
は
、
議
定
書

の
早
期

妥
結
を
主

張
し
、
国
際
認
証

シ
ス
テ
ム
は
、
生
物
遺
伝
資
源

の
ト

レ
ー
サ
ビ
リ

テ
ィ
を
確
保
す

る
も

の
で
、
特
許
出
願
に
お
け

る
原
産
国
開
示

の
義
務
化
と
結

び

つ
け
る
べ
き

で
あ

る
と

の
立
場
で
あ
る
。
二
〇
〇
八
年

の
第
九
回
締
約
国
会
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議

で
は
、
法

的
拘
束
力
を
も
た
せ

る
か
ど
う

か
の
議
論
も
終
息
し
な

い
ま
ま
、

ヨ

ハ
ネ

ス
ブ

ル
ク
サ

ミ
ッ
ト
が
提
示
し
た
期
限

で
も
あ
る

二
〇

一
〇
年

の
第

一

〇
回
締
約
国
会
議
ま

で
の
A
B
S
作

成

ロ
ー
ド

マ
ッ
プ
が
採
択
さ
れ
る
に
と
ど

ま

っ
た
。
(
5
6
)

現
在
、
作
業
部
会

で
議
論
さ
れ
て

い
る

「
国
際

レ
ジ

ー
ム
」
は
、
A
B
S
の

メ
カ

ニ
ズ

ム
こ
そ
が
問
題
で
あ
り
、
よ
り
厳
密

に
、
罰
則
規
定
ま
で
持

つ
よ
う

な
拘
束
性

の
あ

る
議
定
書
と
し
て
、
そ
の
姿
を
現
す
可
能
性
を
含

む
も

の
で
あ

る
。
当
初
、
知
的
財
産
に

つ
い
て

の
問
題
を
検
討

エ
レ
メ
ン
ト
に
加
え

る
こ
と

に
も
強
く
抵
抗
し
た
先
進
国
で
あ

っ
た
が
、
交
渉
が
重
ね
ら
れ
る
中
で
、
扱
わ

ざ

る
を
得
な

い
も

の
と
な

っ
て
お
り
、
交
渉
全
体
と
し

て
、
途
上
国
側
に
有
利

に
動

い
て
い
る
と

い
え
る
。
(
5
7
)

(

F
A
O
に
お
け

る
植
物
遺
伝
資
源
の
A
B
S
の
議
論

生
物
遺
伝
資
源

の
中
で
も

、
植
物
遺
伝
資
源

に
つ
い
て
は

「植

物
遺
伝
資
源

に
関
す
る
国
際
的
申

し
合
わ

せ
」
(
I
U
P
G
R
)
が
存
在
し
、
従
来

、
F
A
O

が
議
論

の
場
で
あ

っ
た
こ
と
を

二
(

で
述

べ
た
。
I
U
P
G
R
は
、
植
物
遺
伝

子
資
源
を

「
人
類

の
財
産
」
と
し
、
資
源

の
フ
リ
ー
ア
ク
セ

ス
を
前
提
と
し
て

い

た
が
、
そ
の
後
、

一
九
九

一
年

の
F
A
O
総
会

で
は
、
「付
属
書
Ⅲ
」
を
採
択
し
、

そ
の
中

で
、
植
物
遺
伝
資
源
に
対

す
る
原
産
国

の
主
権
的
権
利
を
認
め
、
実
質

的

に

「
人
類

の
財
産
」
原
則
を
修
正

し
た
。
(
5
8
)

C
B
D
が

一
九
九
二
年

に
成
立
す

る
と
、
こ
れ
ま
で
ジ
ー

ン
バ
ン
ク
な
ど
を
通
し

て
自
由
な
交
換
が
行

わ
れ
て
き

た
食
料

・
農
業
植
物
資
源

の
扱

い
が
問
題
と
な

っ
た
。
主
権

の
下
、
こ
れ
ら
の

利
用

に
大
幅
に
制
限
が
加
え

ら
れ
る
こ
と
は
、
食
糧
安
全
保
障

の
点

か
ら
も
問

題

が
あ

り
、
I
U
P
G
R
と
C

B
D
の
整
合
性
を

と
る
こ
と
が
課
題
と
な
り
、

F
A
O
で

の
議
論

に
委
ね

ら
れ
た
。
(
5
9
)

そ
し
て
、

一
九
九

三
年

の
F
A
O
総
会
で

の
I
U

P
G
R
見
直
し
決

議
を
経

て
、
(
6
0
)

七
年
間

の
交

渉

の
後

、
二
〇

〇

一
年

「
食
料

・
農
業
植
物
遺
伝
資
源

に
関
す
る
国
際
条
約
」
(

以
後
、

I
T

P
G
R
)
が
F
A
O
総
会

で
採
択
さ
れ
た
。
(
6
1
)

条
約

の
目
的
は
、
そ
の
第

一
条

に

「
持
続
可
能

な
農
業
お
よ
び
食
糧
安
全
保

障

の
た
め

の
、
生
物
多
様
性
条
約

に
調
和
し
た
食
料
農
業
植
物
遺
伝
資
源

の
保

全
お

よ
び
持
続

可
能

な
利
用
並

び
に
そ

の
利
用

か
ら
生
じ

る
利
益

の
公

正
か

つ
衡
平
な
配
分
」
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
目
的
は
、
F
A
O
お
よ
び

C
B
D
に
密

接

に
連
携
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
達
成
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
当
該
資
源

に

対
す

る
国
家

の
主

権
的
権

利
を
認
め
た
上

で
、
上
記
目

的

の
た
め

に
、
効

率

的
及
び
効

果
的
で
、
か

つ
透

明
性

の
あ
る
多

国
間

シ
ス
テ
ム

(

)
を
構
築
す

る
と
す
る
。

こ
の
多
国
間

シ

ス
テ
ム
に
提
供

さ
れ
る
資

源
は

、
付

属
書

1
に
掲

載
さ
れ

た
作
物

(三

五
食

用
作
物

+
二
九
属

の
飼
料

作
物
)

で
、
(
6
2
)

締
約
国
が
管

理

・
監
督
し
か

つ
公
共
領
域

に
あ

る
も

の
を
対
象
と

す
る
。
そ

の
利
用
目
的
は
、
食
料

・
農
業

の
た
め

の
研
究

、
育
種
な
ど

に
限
定

さ
れ
、
化
学
薬
品
、
医
薬

品
、
そ
の
他

の
非
食

料

・
非
飼
料

に
関
す

る
産
業
上

の
利
用
は
含
ま
れ
な

い
。
そ
し
て
、
具
体
的
な
資
源

の
移
転

に

つ
い
て
は
、
当

事
者
間

で
標
準
素
材
移
転
契
約
を
結
び
、
商
業
化
に
よ
り
得

ら
れ
た
利
益

の

一

部
を

F
A
O
信
託
基
金
勘
定

(

)

に
支
払

い
、
そ
こ
か
ら
資

源
提
供
国

へ
の
利
益

還
元
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

食
料

・
農
業
植
物
遺
伝
資
源
と

い
う
限
ら
れ
た
問
題
で
あ

っ
た
に
も

か
か
わ

ら
ず
交
渉
が
難
航
し
た
の
は
、
途
上
国
側
が
、
特
許

ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
の

一
定
比
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率

の
資
源
原
産
国

へ
の
支
払

い
義
務
を
要
求
す
る
な
ど
、
A
B
S
の
具
体
的
な

メ
カ

ニ
ズ

ム
で
、
先
進

国
と
大
き
く
対
立
し
た
た
め

で
あ

っ
た
。
(
6
3
)

し
か
し
、

こ

の
交
渉

に
失
敗
す
れ
ば
、
当
該
資
源
が
他

の
生
物
遺
伝
資

源
と
区
別
な
く

C
B

D
に
よ

っ
て
規
律
さ
れ
て
し
ま
う

こ
と

へ
の
先
進
国
側

の
懸
念
も
あ

り
、
信
託

基
金
勘
定
を
利
用
す
る
こ
と
で
合
意

が
成
立
し
た
。
そ

の
際
、
多

国
間
シ
ス
テ

ム
は
、
政
府

の
管
理
監
督
下
に
あ
る
機

関
に
は
義
務
付
け
ら
れ
る
が
、
民
間
が

保
有
す
る
生
物
遺
伝
資
源
は
任
意
対
象

で
あ
り

、
企
業
を
含
め
民
間
の
活
動

に

つ
い
て
は
奨
励
し

て

い
る

に
と
ど

ま

っ
て
い
る
点
で
、
先
進
国

の
思
惑
が

反

映
さ
れ
た
形
と
な

っ
て

い
る
。

一
方

、
知

的
財
産
そ
れ
自
体
を
め
ぐ

っ
て
は
、

「
多
国
間

シ
ス
テ
ム
か
ら
取
得
し
た
そ

の
ま
ま

の
形
態

で
、
食
料

・
農
業
植
物

遺
伝
資
源
ま
た
は
そ
の
遺
伝
的
部
分

・
構
成
要
素

へ
の
円
滑
な

ア
ク
セ

ス
を
制

限
す

る
よ
う

な
知
的
財
産
権

そ

の
他

の
権
利
を
主
張
し

て
は
な

ら
な

い
」

(第

一
二
条

(d
)
項
)
と

の
規
定
が
あ
り
、
そ

の
曖
昧

さ
か
ら
、
遺
伝
資
源
を
取

得
し
機
能
を
解
明
し
た
場
合

の
特
許
出
願
が
可
能
か
ど
う

か
な
ど
不
明
な
点
が

多
く
、
先
進
国

の
不
満
を
残
す
と

こ
ろ
と
な

っ
た
。
(
6
4
)

I
T
P
G
R
は
、
リ
ス
ト
に
掲
載
さ
れ
た
食
料

・
農
業
植
物
遺
伝
資
源
を
扱

い
、
民
間
企
業
を
拘
束

し
な

い
な
ど
、
か
な
り
限
定
的

な
も

の
で
は
あ
る
。
し

か
し
、
二
〇
〇
六
年

の
第

一
回
締
約
国
会
議

で
は
、
標
準
素
材
移
転
契
約
が
採

択

さ
れ
る
な
ど
、
(
6
5
)

A
B
S
に
関
す

る
具
体
的
な

メ
カ

ニ
ズ

ム
を
も

っ
た
法
的
拘

束
力

の
あ

る
制
度
が
構
築
さ
れ
た
こ
と

に
な
り
、
そ

の
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
大

き

い
。
C
B
D
の
A

B
S
作
業
部
会

で
は
、

I
T
P
G
R
と

の
関
係
性
も
議
題

と
な

っ
て
お
り
、
今
後
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な

ろ
う
。

お

わ

り

に

本
稿

で
は
、
ま
ず

、
C
B
D
の
成
立
過
程
を
検
証
し
、
交
渉

フ
ォ
ー
ラ
ム
が

選
ば
れ
る
時
点
で
ア
メ
リ
カ
の
影
響
を
強
く
う
け
て

い
た
こ
と

、
し
か
し
、
生

物
多
様
性

の
保
全

の
た
め
の
レ
ジ

ー
ム
と

い
う
そ

の
意

図
と
は
異
な
り
、
利
益

配
分
規
定
を
も
含
む
形

で
姿
を

現
し
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
途
上
国

こ
そ

が
生
物
遺
伝
資
源

の
持

ち
手

で
あ
り
、
国
連
環
境
開
発
会
議
と

い
う
時
限
設
定

と
そ

の
理
念
で
も
あ

っ
た
持
続

的
な
開
発
と

い
う

ス
ロ
ー
ガ

ン
が
、
途
上

国
側

が
議
論
を
有

利
に
進
め
る

こ
と
を
可
能

に
し
た
と

い
え

る
で
あ

ろ
う
。

一
方

、

そ

の
少
し
前
に
ほ
ぼ
合
意

に
達

し
て
い
た

T
R
I
P
S
は
、
同
じ
く
先
進

国
の

意
図

に
よ

っ
て
、
知
的
財
産
権
問
題

の
そ
も
そ
も

の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ

る
W
I

P
O
を
超
え

て
、
G
A
T
T
交
渉

の
組
上

に
の
せ
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
技
術

の
持
ち
手

で
あ
り
知
的
財
産
権
を
有

利
に
行
使

で
き
る
先
進
国
側
が
主
導

的
役

割
を
果
た
し

て
い
た
。
本
来
、
交
渉

開
始

の
段
階

で
両
者
は
交

わ
る
こ
と
が
予

期

さ
れ

て
い
た
も

の
で
は
な

い
。
し
か
し
、
C
B
D
に
お

い
て
は
、
途
上
国
が

技
術
移
転
、
あ

る
い
は
A
B
S
に
関
連

し
て
先
進
国

の
知
的
財
産
に
制
限
を
加

え

る
よ
う
な
視
点
か
ら
、

一
方

、
T
R
I
P
S
で
は
、
先
進
国
が
途
上
国
に
お

け
る
知
的
財
産

の
保
護
強
化
を
狙
う
視
点

か
ら
、
同
じ
生
物
遺
伝
資
源
問
題
を

扱
う

こ
と

に
な

っ
た
た
め
、
両

レ
ジ
ー
ム
が
成
立
し
た
時
点

で
、
知
的
財
産
と

し
て
の
生
物
資
源
問
題

に
重
複

の
問
題
が
生

じ
て
い
た
。
さ
ら

に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
交
渉

で
は
、

そ
の
成
立

の
た
め
に
合
意
内
容

が
厳
密
さ
を
欠
く
曖
昧
な
も

の

と
な
ら
ざ

る
を
え
な
か

っ
た
点
も
あ
り
、
レ
ジ
ー
ム
の
実
現
に
あ
た

っ
て
再
考

が
必
要

に
な

る
こ
と
は
、
織
り
込
み
済
み
で
あ

っ
た
。
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そ
し
て
、
実

際
に
A
B
S
の
具
体
化
が

C
B

D
締
約
国
会
議

で
議
論
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
と
、
途
上
国
主
導

で
、

レ
ジ
ー

ム
形
成
に
お

い
て
含

み
こ
ま
れ
た

重
複
関
係

を

コ
ン

フ
リ

ク
ト
と

し

て
顕
在
化

さ
せ
る
プ

ロ
セ

ス
が
は

じ
ま

っ

た
。
C
B
D
と
T
R
I
P
S
の
重
複
関
係
を
利
用
し
、
W
I
P
O
で
の
議
論
も

動
員
し
な
が
ら
、
生
物
遺
伝
資
源

の
原
産
国
開
示
な
ど
に
関
連

し
て
T
R
I
P

S

の
改

正
を
求

め
る
ま

で
に
な

っ
て
お
り
、
T
R
I
P
S
自
体

が
当
初

の
設
立

時
点
で
の
パ
ワ
ー

・
バ
ラ
ン
ス
と

は
異
な
る

フ
ォ
ー
ラ
ム

へ
と

そ
の
姿
を
変
貌

さ
せ
て

い
る
。
そ
し
て
、
関
連
す

る
W
I
P
O
な
ど
の

フ
ォ
ー
ラ
ム
を
巧
み

に

利
用
し
、
議
論

を
展
開
す
る
こ
と

に
よ
り
、
C
B
D
で

の
A
B
S
議
論
を
強
化

し

て
い
る
。
例
え

ば
、
C
B
D
で
は

一
つ
の
パ

ラ
グ
ラ

フ
で
言

及
さ
れ
た

に
す

ぎ
な
か

っ
た
伝
統

的
知
識

が
、

い
ま

や
、
そ

の
知
的
財
産
を
途
上
国

が
主
張
す

る
対
象

と
な
り

、
さ
ら
に
、
A
B
S
の

「
国
際

レ
ジ
ー
ム
」

は
、
時
限
設
定

の

お
か
れ
た
二
〇

一
〇
年

に
名
古
屋

で
開
催
さ
れ
る
締
約

国
会
議

に
お

い
て
、
議

定
書
と

い
う
形
を
と

ら
な

い
と
は
限
ら
な

い
ま
で
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、

C

B
D
に
関
連

し
た
F
A
O
で
の
議
論
は
、
対
象
と
す
る
資
源

が
限
定
さ
れ

て
い

る
と
は

い
え

、
明
確
な

A
B
S
の
メ
カ

ニ
ズ

ム
を
想
定

し
て
い
る
。

一
般
的
に
言

っ
て
、
レ
ジ

ー
ム
の
重
複
は
、
具
体
的
な
問
題
を
解
決
す
る

に

あ
た

っ
て
制
度
を
効
率
的

に
機
能
さ
せ

て
い
く
上
で
は
、
調
整
さ
れ

る
べ
き
も

の
と
考
え

ら
れ
、
知
的
財
産
と
し

て
の
生
物
遺
伝
資
源

に

つ
い
て
も

い
く

つ
も

の
レ
ジ
ー
ム
が
錯
綜

し
て
い
る
状
況
で
、
そ
の
調
整

が
模
索
さ
れ

て
い
る
。
ふ

り
か
え

っ
て
、
途
上
国

は
、
植
民
地
時
代
か
ら

の
先
進
国

に
よ

る
搾
取
、
不
平

等
構
造
を
脱
却

で
き
な

い
ま
ま
、
貧
困
に
喘

い
で
き

た
。
生
物
遺
伝
資
源
も
そ

の
例
外

で
は
な
く
、

バ
イ
オ
パ
イ

ラ
シ
ー
と
途
上
国
側

か
ら
批
判
さ
れ
る
よ
う

に
、
資
源
を
豊
富

に
保
有
し

て
い
る
に
も

か
か
わ

ら
ず
、
そ

の
恩
恵
に
あ
ず

か

る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
現
在

の
レ
ジ
ー
ム
問
の

コ
ン
フ
リ
ク
ト
、
そ
し
て

そ

の
調
整

の
プ

ロ
セ

ス
は
、
途
上
国
が

フ
ォ
ー
ラ
ム

・
シ
ョ

ッ
ピ

ン
グ
を

し
な

が
ら
遅
々
た
る
歩

み
と
は

い
え
、
A
B
S
ル
ー
ル
を
実
現

へ
む
け

て
強
化
し
て

い
る
プ

ロ
セ
ス
と
も
言
え
、

こ
れ
ま

で

一
方

的
に
搾
取
さ

れ
て
き
た
側

の
立
場

を
逆
転

さ
せ
、
攻
勢

に
転
じ

て
い
る
。
先
進

国
は
、
こ
れ
ま

で
の
大
き
な

ツ
ケ

を
払
わ
ざ

る
を

得
な

い
転
換

点

に
立

た
さ
れ

て

い
る
と
言

っ
て
も

過
言

で
は

な

い
。
グ

ロ
ー
バ
ル
化

の
進
展
と
と
も
に
、
途
上

国
と
先
進
国

の
格
差
は
拡
大

し
て

い
る
と

の
指
摘
も
あ
り
、
そ
ん
な
中
で
、
A
B
S
が
両
者
間
に
横
た
わ
る

不
平
等
構
造

の
是
正

に
む
け

て
、
今
後
ど

の
よ
う

な
役
割
を
担
え

る
の
か
、
と

り
わ
け
、
名
古
屋

で
の
C
B
D
締
約
国
会
議
は
予
断
を
許

さ
な

い
。
ま
た
、
途

上
国
に
よ
る
レ
ジ

ー
ム
間

コ
ン
フ
リ
ク
ト

の
戦
略
的
な
利
用
が
、
当
該
問
題
に

限

っ
た

こ
と

な

の
か

、
過
去

に
先
進

国
に
有
利

な
形
で
構
築

さ
れ

て
き
た

レ

ジ
ー
ム
が
、

コ
ン
フ
リ
ク
ト
調
整

の
相
互
作

用
の
中

で
、

ゆ
り
戻
し
に
会
う

現

象
が
数
多

く
見
ら

れ
る
こ
と

に
な

る

の
か
、
今
後

の
事
例

の
検

討
課
題
と

し

た

い
。

(1
)

一
九
九
三
年
に
発
効
。
二
〇
〇
八
年
八
月
現
在
の
加
盟
国
数
は
、

一
九

一

カ
国
と
な

っ
て
い
る
。
な
お
、
C
B
D
第
二
条
に
お
い
て
、
生
物
多
様
性
と
は
、

｢す

べ
て
の
生
物
の
間
の
変
異
性
を

い
う
も
の
と
し
、
種
内

の
多
様
性
、
種
間

の
多
様
性
お
よ
び
生
態
系
の
多
様
性
を
含
む
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

(2
)

生
物
資
源
と
は
、
人
間
が
現
に
利
用
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性

の
あ
る
各
生
物
種
の
も

つ
固
有

の
形
質

の
総
体
を
意
味
す
る
が
、
遺
伝
子
を
操

作
す
る
こ
と
も
可
能
に
な

っ
た
今

日
で
は
、
生
物
遺
伝
資
源
と
い
う
言

い
方
も
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さ
れ

る
よ
う

に
な

っ
た
。

本
稿

で
は

、
以

下
、
生

物
遺
伝

資
源

で
統

一
す

る
。

(

3
)

(

4
)

(

5
)

(

6
)

(

7
)

早
く

は
へ

な
ど
。
レ
ジ
ー
ム

の
相
互
作
用

に

つ
い
て
は
、

二
〇
〇
四
年

の
段
階

で
は
比
較

的
新
し

い
研
究
領
域

と
指
摘

さ
れ

て
い

た
。

類
型
化

の
議
論
を
整
理
し
た
も

の
と
し

て
、
山
本
吉
宣

『国
際
レ
ジ
ー
ム
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
、

第
五
章
を
参
照
。

(8
)

具
体
的
に
は
①
規
範
、
ル
ー
ル
共
に
同
じ
②
規
範
が
異
な
る
が
ル
ー
ル
が

同
じ
③
規
範
は
同
じ
だ
が
ル
ー
ル
が
異
な
る
④
規
範
も
ル
ー
ル
も
異
な
る
、
と

の
類
型
化
が
可
能
で
あ
る
。

(9
)

環
境
と
開
発
に
関
す
る
世
界
委
員
会

『地
球

の
未
来
を
守
る
た
め
に
』

ベ

ネ

ッ
セ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
、

一
九
八
七
年
、

一
九
七
頁
。

(10
)

鉱
物
資
源
と
異
な
る
生
物
遺
伝
資
源
の
特
徴
と
し
て
、
乱
獲
さ
れ
な

い
限

り
再
生
可
能
で
あ
る
こ
と
、

一
粒

の
種
子
を
国
外
に
持
ち
出
し
た
だ
け
で
も
自

己
増
殖
が
可
能
な
こ
と
、
遺
伝
資
源
の
も

つ
情
報
部
分
が
価
値
を
生
み
出
す
可

能
性
の
あ
る
潜
在
的
資
源
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
資
源
の

特
徴
こ
そ
が
、
知
的
財
産
と
し
て
の
意
味
を
上
昇
さ
せ
て
い
る
。

(11
)

植
物
遺
伝
資
源
に
つ
い
て
は
、
山
本
昭
夫

[生
物
多
様
性
の

保
全
と
そ

の
利
用
か
ら
生
ず
る
利
益
配
分
に
関
す
る

一
考
察
」
『生
物
研
究
資

料
』
二
〇
〇
〇
年
、
板
倉
美
奈
子

「食
糧
農
業
植
物
遺
伝
資
源
国
際
条
約
に

つ

い
て
1
遺
伝
資
源
の
保
全
と
持
続
可
能
な
利
用
を
め
ぐ

っ
て
」
『静
岡
大
学
法

制
研
究
』
九
巻
二
号
、
二
〇
〇
四
年
を
参
照
。

(12
)

植
物
遺
伝
子
資
源
を
利
用
し
交
雑
な
ど
改
変
を
行

っ
た
場
合
の
新
品
種
に

対
す
る
権
利
は
、
育
種
権
と
し
て

「植
物
新
品
種
保
護
同
盟
」
(U
P
O
V
条

約
、

一
九
六
八
年
発
効
)
に
よ

っ
て
保
護
さ
れ
て
お
り
、
先
進
国
は
、
こ
の
種

子
ま
で
も
が
自
由
な
ア
ク
セ
ス
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
育
種
家

の
権

利
と
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
嫌

っ
た
。
な
お
、
特
許
が
そ
の
基
本
要
件

に
、
産
業
上

の
利
用
可
能
性
、
新
規
性
、
非
自
明
性
を
必
要
と
さ
れ
る
の
に
対

し
て
、
こ
の
当
時
の
農
学
的
手
法

(交
配
な
ど
)
で
は
、
新
規
性
の
点
で
問
題

が
残
る
こ
と
か
ら
、
育
種
権
と
し
て
保
護
さ
れ
て
い
た
。
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(
13
)

(
14
)

先
進
国
側
が
主
張
す
る
育
種
権

に
対
し
て
、
農
民
が
日
常
生
活

の
中
で

行

っ
て
き
た
種
子
の
保
存
、
交
換
、
品
種
改
良
な
ど

へ
の
貢
献
を
評
価
し
、
利

益
還
元
を
求
め
る
た
め
に
途
上
国
側
が
主
張
し
た
も
の
。

(
15
)

(
16
)

一
九

四

八
年

に
設
立

さ
れ

た
、
政

府

、
国
際

機
関

、
N

G
O
か

ら
な

る
国

際
的

自
然

保
護

機
関

。

ア
メ

リ
カ
は

、
U

N
E

P
同
様

、
I

U
C

N
も

先
進

国

の

コ
ン

ト

ロ
ー

ル

が
利

く
存

在

と

し

て
と

ら
え

て

い
た

。

(
17
)

C
B
D

の
交

渉
過
程

に

つ

い
て
は
、

(
18
)

よ

り

二
〇
〇

八
年

八
月
ダ

ウ

ン

ロ
ー

ド
。

(19
)

高
倉

成
男

「資

源

ア
ク

セ
ス
と

利
用
を

巡

る
法
制
度
―

生

物
多
様

性
条

約

と
知

的
財

産
権

」
渡

辺
幹

彦

・
二
村
聡

編

『生
物

資
源

ア
ク

セ

ス
―

バ
イ

オ
イ

ン
ダ

ス
ト
リ

ー
と

ア
ジ

ア
』

東

洋
経
済

新
報

社
、

二
〇

〇

二
年

、

一
二
四
頁

。

(
20
)

C

B

D

と

T

R

I

P

S

の

交

渉

時

の

関

連

性

に

つ

い

て

は

、

(21
)

こ
の
点
は
、
先
進
国
側
の
主
張
を
組
み
入
れ
た
形
と
な

っ
た
が
、
ア
メ
リ

カ
は
、
国
連
環
境
開
発
会
議

で
の
最
終
的
な
署
名
拒
否

の
理
由

の

一
つ
と
し

て
、
知
的
財
産
権
の
保
護
が
十
分
で
な
い
点
を
挙
げ
て
い
る
。

(
22
)

生

物
多

様

性

条

約

の
評

価

、
ま

た

条

文

解
釈

に

つ
い

て
は

、

大
澤
麻
衣
子

「
生
物
多
様

性
条
約
と
知
的
財
産
権
―
環
境
と
開
発

の
リ
ン
ク
が
も
た
ら
し
た
弊
害
と
課

題
」
『国
際
問
題
』
二
〇
〇
二
年

一
一
月
号
、
最
首
太
郎

「
遺
伝
資
源
の
規
制
と

生
物
多
様
性

の
保
全
―
国
連

の
環
境
政
策
に
お
け
る
環
境
と
開
発

の
相
克
―
」

西
海
真
樹
、
大
内
和
臣
編

『国
連
の
紛
争
予
防

・
解
決
機
能
』
中
央
大
学
出
版

部
、
二
〇
〇
二
年
を
参
照
。

(
23
)

一
九
九
五
年

に
、
す
べ
て
の
W
T
O
加
盟
国
に
お
い
て
発
効
し
た
。
二
〇

〇
八
年
八
月
現
在
、
W
T
O
加
盟
国
は
、

一
五
三
力
国
で
あ
る
。

(
24
)

設
立
条
約
は
、

一
九
六
七
年
に
採
択
。
二
〇
〇
八
年
八
月
現
在
加
盟
国

は
、

一
八
四
力
国
で
あ
る
。

(
25
)

.
な
お
、
知
的

財
産
権
問
題
を
は
じ
め
と
し
て
、
野
放
図
に
環
境
、
労
働
基
準
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
を

W
T
O
体
制
に
取
り
込

ん
だ
こ
と
を
「

W
T
O
の
ブ
ラ

ッ
ク
ホ
ー

ル
化
」
と
し
て
批
判
的
に
と
ら
え
る
も
の
と
し
て
、
石
黒

一
憲
「
知
的
財
産
権

の
国
際
問
題
化
―
背
景
と
現
状
、
そ
し
て
展
望
」
『
国
際
問
題
』

二
〇
〇
二
年

九
月
。

(
26
)

(
27
)

T
R
I
P
S
交
渉

開
始

に
あ

た

っ
て
は
、
フ
ァ
イ
ザ

ー
、
モ
ン
サ

ン
ト
、
デ

ュ

ポ

ン
と

い

っ
た
農
業

、
医

薬
関
連
多

国
籍
企
業
を

含
む
産

業
界

の
影

響
が
強

く
働

い
た
と

言
わ

れ
る

。

(
28
)
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(
29

)

(
30
)

先
進
諸
国
の
基
準
を
集
約
し
た
も
の
で
あ
り
、
既
存

の
知
的
財
産
関
連
個

別
条
約
で
も
対
応
可
能
な
内
容
で
あ

っ
た
。
先
進
国
が
あ
え

て
W
T
O
に
知
的

財
産
権
の
問
題
を
リ
ン
ク
さ
せ
た

の
は
、
他
の
貿
易
問
題
と
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
で

交
渉
が
有
利
に
働
く
こ
と
と
、
W
I
P
O
は
実
質
的
な
紛
争
解
決
手
続
き
を
持

た
な
い
こ
と
か
ら
、
強
制
的

に
紛
争
解
決
手
続
き
が
整
備
さ
れ
た
W
T
O

へ
の

期
待
も
あ

っ
た
。

(31
)

新
し
く
生
成
さ
れ
た
物
質
を
対
象
と
す
る
物
質
特
許
と
、
製
造
方
法
を
対

象
と
す
る
製
造
特
許

の
こ
と
。
物
質
特
許
が
保
護
さ
れ
て
い
な

い
場
合
、
方
法

を
変
え
て
コ
ピ

ー
薬
を
製
造
、
販
売
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

(32
)

途
上
国
は
、
食
糧
や
医
薬
品
な
ど
生
活
関
連
物
資
の
価
格
高
騰
に
つ
な
が

る
と
し
て
反
対
し
た
が
、
物
質
特
許
の
導
入
に

つ
い
て
は
途
上
国
に
二
〇
〇
六

年
ま
で
の
経
過
期
間
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
合
意
に
至

っ
た
。
な
お
、
後
発

開
発
途
上
国
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
、
二
〇

一
六
年
ま
で
期
間
が
延
長
さ
れ
て

い
る
。

(33
)

高
倉
成
夫
「
貿
易
と
環
境
の
知
的
財
産
的
側
面
」
知
的
財
産
研
究
所
編

『二

一
世
紀
に
お
け
る
知
的
財
産
の
展
望
』
雄
松
堂
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
六

〇
頁
。
な
お
、
不
特
許

の
理
由
と
し
て

一
重
大
な
損
害
」
と

「
必
要
が
あ
る
」

を
満
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
許
諾
し
な

い
側
が
説
明
責
任
を
負
う
こ
と

に

な
る
。

(
34
)

た
だ
し
、
植
物
品
種
の
保
護
に

つ
い
て
は
、
「特
許
若
し
く
は
効
果
的
な

特
別
の
制
度
ま
た
は
こ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
に
よ

っ
て
植
物

の
品
種

の
保
護
を

定
め
る
」
と
し
た
。
次
章
三
(

で
の
べ
る
食
料

・
農
業
植
物
遺
伝
資
源
に
関
連

し
て
挿
入
さ
れ
た
事
項
で
あ
る
。
注

(
12
)
も
参
照
の
こ
と
。

(
35
)

(36
)

入
以
後

エ
チ
オ
ピ

ア
な
ど

ア

フ
リ
カ
諸

国

は
両
者

に

コ
ン
フ
リ

ク
ト
が
あ

る
と

し

て
W
G

の
立
ち

上
げ

を
提
案

し

、
イ

ン
ド

の
N

G
O
か
ら

は
、

C

B
D

が

W
T

O
に
優
先

さ

れ
る
と

の
意
見

も
出

さ
れ

て
い
る
。

(37
)

ア

メ
リ
カ

の
政
策

転
換

に

つ

い
て
は
、
高
倉

成

男

『知

的
財

産
法

制
と

国

際
政

策
』

有
斐

閣
、

二
〇

〇

一
年

、

一
八
九
―

一
九

一
頁

。

(
38
)

(
39
)

(
40
)

(ブ

ラ
ジ

ル
の
指
摘

)
。

論
点
を
事

務
局
側

が
整
理
し

た
資

料
と

し
て
、

を
参

照
。

(
41
)

.
ペ

ル
ー

、
ブ

ラ
ジ

ル
等

は

、
既
存

の
知

的
財

産

制
度

は

、

バ
イ

オ

パ
イ

ラ
シ

ー

に
対
処

す

る
に

は

不

十

分

で
、
出

所

開

示
を

含

む

T

R

I

P

S

改

正

に

よ

り
改

善

さ

れ

る

と

主
張

し

て

い
る
。
途

上

国

が

、

W
I

P
O

に

お

い

て
出
所

開

示

の
問

題

を

と

り

あ

げ

る
際

に
は

、

C

B

D

を

支
え

る

限

り

に

お

い
て

W

I

P

O

の
審

議

が
重

要

で
あ

る
と

の
立

場

を

表
明

し

、

W

I
P

O

で

の
み
問

題

を
完

結

さ

せ

よ
う

と

す

る
先

進

国

に
対

し

て
、

フ

ォ
ー

ラ

ム

・
シ

ョ

ッ
ピ

ン
グ
を

慎

む

べ
き
と

批

判

し

て

い
る
。

(ブ

ラ
ジ

ル
提

出
文
書

)
。

(42
)

(43
)

公

正
貿
易

セ

ン
タ
ー

『T

R
I
P

S
研

究
会
報

告
書
』

(平
成
一
一

年

度
)
、

七

頁
。
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(44
)

改
正

に
あ

た

っ
て
は
、

T

R
I

P
S
理
事

会

が

コ
ン
セ

ン
サ

ス
で
閣
僚
会

議

に
付
す

決
定

を
お

こ
な
う

こ
と

が
要
件

と

さ
れ

て

い
る
。

(45
)

(46
)

国
内

立
法

措
置

の
第

一
号
と

い
わ

れ
る

一
九
九

五
年

の

フ
ィ
リ
ピ

ン
大
統

領
令

二

四
七
号

で
は

、
技
術

移
転

や
事
前

同
意

が
義

務
付

け
ら

れ

て

い
る
。
申

請
件

数

三
七
件

に
対

し

て
、

許
可

数
が

二
件

だ

っ
た
と

の
報

告
も

あ

る
。
山
本

昭
夫

、
前

掲
、

四
九
―

五

一
頁
。

(47
)

(48
)

前

年

の
会

期

間

会

合

で
は

、

T

R

I

P

S

と

の
関

係

に

つ

い

て
議

論

が

行

わ

れ

た

が

、

C

B

D

に
関

連

す

る

妥

協

を

す

べ
き

で

な

い
と

の
主

張

も

行

わ

れ

て

い
る

。

(49
)

(50
)

開

会

に

あ

た

っ
て

の
議
長

発
言

な
ど
。

(51
)

(52
)

(
53

)

(54
)

(財
)

バ
イ

オ

イ

ン
ダ

ス
ト

リ
ー

協

会

『生

物
多

様
性

条

約

に
基
づ

く
遺

伝
資

源

へ
の

ア
ク
セ

ス
促
進
事

業
』

平
成

一
七

年
度
報

告
書

、

二
〇
〇

六
年

三

月
、

四
七

頁
。

(55
)

E

U
は
比
較

的
途

上
国

に
近

い
立
場

を
と

っ
て

い
る
。

C

B
D

の
締
約

国

で
な

い
ア
メ
リ

カ
は

オ
ブ
ザ

ー

バ
ー
資
格

に
と

ど
ま

る
が

、
並

み
居

る
交

渉

団

を
送

り

こ
ん

で

い
る
。

(56
)

(57
)

二
〇
〇

六
年

の
第

四
回

A
B

S
作

業

部
会

で
は
、
議

長

が
用
意

し
た
改

訂

版

草
案

テ
キ

ス
ト

に
対

し

て
、
日
本
、
E
U
、
カ
ナ
ダ
な

ど
が
、
意

見
が
反

映
さ

れ

て
い
な

い
と

不
満
を
述

べ
て
い
る
。

一
方

、
イ

ン
ド

は
、
A
B
S
問
題

は
T

R

I

P
S
や
W

I
P
O
な
ど

と
リ

ン
ク
し

て

い
る
が

、
交
渉

に
あ
た

っ
て
は
、
C

B

D
が

中
心

に
な

る

べ
き

で
あ

る
と

発
言

し

て

い
る

。

(
58

)

(59
)

C
B
D
と
同
時
に
採
択
さ
れ
た
決
議
3

｢
生
物
多
様
性
に
関
す
る
条
約

と
持
続
可
能
な
農
業

の
促
進
と

の
関
係
」
で
は
、
I
U
P
G
R
を
C
B
D
と

相
補
性
が
あ
る
よ
う
に
改
訂
す
る

こ
と
を
求

め
た
。

(
60

)

(61
)

二
〇

〇
四
年

六
月
発

効
。

二
〇

〇
八
年

八

月
現
在

の
締
約

国
数

は
、
一
一

九

カ

国
。
先

進
国

の
中

で
は
、

ア
メ
リ
カ

、
日
本

が
批
准

を
行

っ
て

い
な

い
。

(62
)

イ
ネ

、

オ
オ

ム
ギ

、

コ
ム

ギ
、

と
う

も

ろ
こ

し
な

ど

。

こ
れ

ら

の
作

物

で
、

世
界

の
必

要

カ

ロ
リ

ー

の
八
○

%
を

カ

バ
ー
す

る
と

言

わ
れ

る
。

(63
)

同
条
約

の
交

渉
過
程

、
条

約

の
解
説

に

つ
い
て
は
、
福

島
伸
享

「国

際
政

治

・
国
際

経
済

に
お
け

る
生
物

資
源

と
日
本

の
戦

略
」
渡
辺

、
二
村
編

、
前

掲
、

二
三
九
―

二
四

一
頁
、

及
び

、

(64
)

福

島
、

前
掲

、

二
四

一
頁

。

(65
)

(
つ
る

や
す
こ

東
京
学
芸
大
学
)



to coordinate with each other. The concluding section provides the following 

three implications; first, the competition of international regimes may help 

the development of the governance function and structure in the whole is-

sue area; second, the interaction between international regimes may create 

new governing rules; third, the U.S. still has influence on the dynamics of 

international regimes.

International Regime Conflicts as Developing 

Countries' Negotiation Space: The Case of 

Access to Genetic Resources and Benefit 

Sharing 

TSURU Yasuko 

Numerous international regimes have been constructed in the past few 

decades, and we can therefore say that institutionalization of this world has 

increased. This should be good news; however, these regimes do not exist 

in isolation, and often influence, or interact with, each other. When this 
mutual influence or interaction supports the realization of the purpose of 

the affected institution, we may call it "synergy"; when it undermines or 

disrupts its effectiveness, it is called a "conflict". 

Usually, the implementation of rules of Access and Benefit Sharing (ABS) 

with regard to genetic resources, is a typical case of institutional conflict 

among mainly CBD, TRIPS, and complementally FAOand WIPO. ABS is 

one of three purposed of CBD itself, and the introduction of this system in 

CBD has been appraised for developing countries. 
Firstly, this paper retroacts the negotiation process of CBD and TRIPS, 

and argues that developed and developing countries recognize genetic re-

sources and biotechnology from different pointsof view as for their intellec-

tual property rights and therefore have conflicts embedded in their respec-

tive regimes. Secondly, this paper shows the dynamism of the institutional 

interaction at the time of specification of theABS rule. 

Developed countries have continuously taken resources from developing 

countries; this disparity structure has remained unchanged for a consider-

able time. Genetic resources are no exception. Developing countries often 

hold genetic resources, which they do not have the knowledge or ability to 

exploit; instead developed countries, which utilize superior technology and 

capital, have exploited these resources by obtaining patent rights, thereby
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restricting any future use of such a resource. The developing country which 

is host to the genetic resource then fails to receive any fair compensation or 

payment by the developed country. ABS is the first tool which can enable a 

developing country to free itself from this structure and gain recovery. 

Now, the main issue is how to stipulate and implement the details of ABS. 

Here, developing countries make use of institutional interaction as an op-

portunity for advantageous `forum shopping' forpurposive policy develop-

ment. Using conflicts of regimes as negotiationspace can thus be fruitful for 

them, for it is otherwise impossible to fully realize their purpose within each 

regime. 

The Expansion and Association of 

Anti-globalization: The Case of the World 

Social Forum 

YAMADA Atsushi 

As the "Battle of Seattle" in 1999 and the later events show, today's anti-

globalization movements are not only trans-national but also trans-issue, 
trans-gender, trans-generation, trans-ideology and trans-culture in nature. 

This essay tries to explain how and why the movements continue to expand 

while maintaining the association of such a diverse group of actors like en-

vironmentalists, labor unions, human rights activists, students, feminists, 

farmers, and consumer groups. 

Section One is a conceptual analysis of anti-globalization. Since anti-

globalization encompasses variety of meanings that are often vague and/or 
contradictory, conceptual clarification is a necessary first step for any em-

pirical analyses. The conceptual analysis of anti-globalization requires to 
specify 1) who are, 2) against what, 3) for what reasons, 4) by which means 
and 5) to what degree. It is also necessary to conceptually distinguish anti-

globalization and anti-globalism, because some actors can be, and actually 
are, anti-globalization but pro-globalism. 

Section Two is the case study of one of the most widely recognized anti-

globalization movements, the World Social Forum. The WSF started in 2001 
to challenge the World Economic Forum (known asthe Davos meeting). 

While the WEF is a gathering of pro-globalization leaders of states, business 

and academics in the North, the WSF is a forum of anti-globalization citi-

zens from all over the world who meet once a year in the South, e.g., Brazil, 

India and Kenya. The WSF is so diverse in all of the five elements specified
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